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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○松田委員長 おはようございます。 

  ３月議会、当初予算の大事な委員会でございま

すので、慎重審議していただきたいと思いますの

で、ご協力をお願いいたします。 

  本日は、３月定例会の常任委員会にご出席いた

だきまして、厚く御礼申し上げます。 

  この定例会におきまして当常任委員会に付託さ

れた案件は、条例の一部改正案件４件、事務の委

託に関する協議案件２件の合計６件であります。

また、継続審査となっている陳情１件の審査が付

託されております。 

  さらに、予算と決算に関する分科会審査がござ

います。 

  予算常任委員会付託案件のうち当分科会で審査

すべき案件は、当初予算案件５件であります。ま

た、決算審査特別委員会付託案件のうち当分科会

で審査すべき案件は、消防組合の決算認定案件２

件であります。これら予算と決算に関する案件に

つきましては、関係所管課のところで随時分科会

に切りかえて審査を行います。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりであります。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行の協力をお願い申し上げまして、

挨拶とさせていただきます。 

  それでは、次第３、審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎西那須野支所の審査 

○松田委員長 まず初めに、西那須野支所から順次

審査を進めてまいります。 

  初めに、支所長からご挨拶をお願いいたします。 

○関谷西那須野支所長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務税務課の審査 

○松田委員長 ただいまから総務税務課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 34ページ、上から２番目、１項６目総

務費の財産管理費で、西那須野支所1002事業の新

規ですね。西那須野清掃センター跡地の分筆とい

うことで、その分筆はわかるんですけれども、そ

の後の管理とどのように活用されるのか、決定し

ていれば教えていただきたいと思います。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 まず、清掃センターの跡地
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ですけれども、今回、分筆によって適正な面積を

算出したいということで、その後は正式に詳細ま

では決まっておりませんけれども、県と土地を交

換したいということで国のほうから話があったわ

けでございますが、これは県のほうの畜産振興課

の話でありまして、西那須野地区の緑地内に健北

家畜保健衛生所の土地がございます。 

  その土地とこの西那須野清掃センター跡地を交

換してくれないかという話があったわけでござい

ますが、まだ清掃センターの跡地が正式に面積も

決定していないということで、今後、適正な価格

の決定もまた必要になるということなものですか

ら、現在、いろいろな項目につきまして検討して

いる段階でありまして、今後、まとまり次第、皆

様のほうにもご報告をさせていただきたいと思っ

ております。 

  以上です。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それにつきましては了解しました。 

  続きまして、42ページ、１款総務費、１項15目

西那須野支所管理費、一番下ですね。2001事業、

新規で丁合機ということですが、これは機械で製

本されるものなんですか。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 こちらは書類を自動的に機

会でページを順番に製本していく機械で、本庁に

はあったんですけれども、西那須野支所にないと

いうことなので、新たに西那須野支所で購入する

ということで計上させていただきました。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、今までは人が手でやって

いたということでよろしいんですか。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 そのとおりでございます。 

○松田委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 43ページの先ほど3001事業の中で説明

を受けたんですが、新規でコンデンサー取りかえ、

ＰＣＢの分析ということで、そこのＰＣＢの分析

の中で基準値を超えていないものは業者に引き取

っていただくと。基準を超えているものに関して

は保管していくというんですが、その持っている

のはどういうふうな処理をしているんですか。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 この基準値がキログラム当

たり0.5mgの基準値を超えた場合には、一応庁舎

のほうで保管いたしまして、その後に環境管理課

でまとめて処分をするということなものですから、

29年度以降になると思うんですけれども、それま

では庁舎の中で保管するということで考えており

ます。 

○松田委員長 金子委員。 

○金子委員 46ページの市民税賦課事務推進費のと

ころで、支所で税金のほうであれしている窓口に

足銀の人が来ているような気がするんだけれども、

その辺のところはこういうのにはどういうふうに

なっているのか。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 足銀につきましては、西那

須野支所のほうに入っているわけですけれども、

西那須野総務税務課としては管轄外でございます。 

○金子委員 本署でも管轄外ということか。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 ちょっと私も詳しくないの

で答えられなくてすみませんけれども、会計課の

ほうで大本はまとめていると思います。 

○松田委員長 金子委員。 

○金子委員 122ページの下段のほうの防火水槽整

備事業、3002で、そのプール型防火水槽の撤去と

いうことですけれども、それがよくわからなかっ
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たので、撤去は全部壊してしまって撤去なのか、

次にどういうふうにしていくのか、もうちょっと

聞かせてください。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 まず、西栄町のイワモト自

転車屋さんの南側のところに昔、プールとして使

っていたみたいなんですけれども、今は防火水槽

として利用しているわけなんですが、そちらを取

り壊し撤去します。その撤去した後、同じ敷地内

に今度は埋設型、地下に埋設をした形の防火水槽

を新たに新設することになります。 

○松田委員長 金子委員。 

○金子委員 大体同じくらいのものになるわけでし

ょうか。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 プールにつきましては、結

構面積的には大きいです。プールの面積が約253

㎡入ります。だけれども、この埋設型になります

と、地上に出てきませんので、地上に出るのは水

の入れかえに出したりするマンホールが２カ所あ

るだけで、ほとんど更地になってしまうというこ

とでございます。 

○松田委員長 金子委員。 

○金子委員 ということは、大きさは同じだけれど

も、出入り口だけが２カ所になるということです

か。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 出入り口以外が２カ所とい

うわけではなくて、あくまでもプールがあったそ

の土地の面積は変わりません。そのプールがあっ

たところを全部とってしまって、その地下に防火

水槽を設けると。 

○関谷西那須野支所長 防火水槽というのは、消防

法の規定では40㎥となっております。 

○沼野井総務税務課長 基準が決まっています。そ

の40㎥の防火水槽を入れると、プールよりはずっ

と小さくなります。ただ、地下に入っているので

わからないというだけで。 

○松田委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  人見委員。 

○人見委員 119ページの消防団活動費の備品購入

費のほうでの消防団の制服57万1,000円、消防団

の制服を新調するわけか。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 こちらは消防団の制服とい

うことは、新規に入ってくる消防団に対して購入

するものでございます。 

○松田委員長 人見委員。 

○人見委員 何着か。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 10人分を予定しております。

男性ですね。それから、女性が１人分を予定して

おります。 

○松田委員長 ほかに質疑はございませんでしょう

か。 

  大野委員。 

○大野委員 細かいことですが、43ページの中段の

新規でＡＥＤとあるんですけれども、これは長年

経過しているというお話だったんですが、パット

を交換ではなくて本体交換ということでよろしい

んですか。 

○松田委員長 沼野井課長。 

○沼野井総務税務課長 そのとおりでございます。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 
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  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  総務税務課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部から何かございますか。 

○関谷西那須野支所長 先ほどの家畜保健衛生保健

所の件なんですけれども、一応内々で話があるん

ですけれども、県のほうでもまだ正式に予算化さ

れていないということなので、余り表には出して

ほしくないという旨で進めていますので、その辺

はご配慮をいただければというふうにお願いした

いと思います。 

○松田委員長 それでは、以上で総務税務課の審査

を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時２７分 

 

再開 午前１０時２８分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民福祉課の審査 

○松田委員長 ただいまから市民福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

○松田委員長 飯塚課長。 

○飯塚市民福祉課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 先ほどの説明にありました77ページで

すね。枠の下から２番目の環境保全総務費（西那

須野支所）、1002事業の住宅地図２万5,000円と

いうことでありますが、これは紙ベースなのか電
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子版なのか。 

○松田委員長 飯塚課長。 

○飯塚市民福祉課長 こちらの住宅地図は紙ベース

でございまして、環境の何かごみ問題とか、そう

いったものが住民の方がお出でになったときに場

所を確認するために、紙ベースでお互いに開いて

ここだということで確認するためのもので、最新

のものを備えつけておきたいということで電子形

態ではございません。紙ベースで用意してござい

ます。 

  以上です。 

○松田委員長 そのほかに質疑等はございませんで

しょうか。 

  副委員長。 

○相馬副委員長 48ページの２款３項１目戸籍事務

費、2001事業で、需用費、消耗品費、参考図書事

務用消耗品というふうになって22万6,000円とあ

りますが、これは実はすみません、よくわからな

いんですが、今のところで参考図書と出てくるん

ですが、例えばこの22万6,000円のうちの参考図

書分でみている金額というのは幾らぐらいなるの

か。 

○松田委員長 飯塚課長。 

○飯塚市民福祉課長 今、参考図書分につきまして

集計してございますが、戸籍に関しましては月刊

「戸籍」というような冊子が発行されているんで

すが、これを購入しておかないと国からの通達等

が何号の何ページにある内容で決定したみたいな

通達が出るもんですから、月刊「戸籍」だったと

思うんですが、そういった名前で２つくらいござ

います。 

  それから、そのほかに婚姻届の受付のやり方等

といった、いわゆる参考書ですね。こういったも

のがあります。 

  参考図書に関しましては予算額のうちの６万

5,850円、約３割くらいが参考図書でございます。

そのほかにかかっているのは、一番かかるのは実

はプリンターのトナーでございまして、住民票、

印鑑、それから戸籍を発行するときにプリンター

を使いますので、そのプリンターのトナー、イン

ク代ですね。これが一番この消耗品の中では占め

ております。 

  以上です。 

○松田委員長 副委員長。 

○相馬副委員長 じゃもう一度同じ内容で、49ペー

ジの戸籍住民基本台帳費の中長期在留者住民住居

地届出の中にも、やはり参考図書という項目に１

万8,000円、これの参考書分というのはどういう

内容で幾らになっているのか。 

○松田委員長 飯塚課長。 

○飯塚市民福祉課長 ご説明いたします。 

  こちらの消耗品費の中の参考図書は、出入国管

理実務六法というのが毎年出ておりますので、平

成29年度版に今度はなるんですが、出入国管理実

務６法というものを購入する予定でございます。

こちらの金額が5,832円ということで、税込みで

ございます。 

  以上です。 

○松田委員長 そのほかにございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  市民福祉課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で市民福祉

課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩いたし

ます。 

 

休憩 午前１０時４３分 

 

再開 午前１０時４４分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光建設課の審査 

○松田委員長 ただいまから産業観光建設課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  秋元課長。 

○秋元産業観光建設課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  質疑ございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 100ページの工業団地管理事業の工事

請負費で、カメラで見て修繕場所あたりがという

ことなんですが、この辺の内容的なことはどんな

工事をやるのか。 

○松田委員長 秋元課長。 

○秋元産業観光建設課長 24年から26年、27年とで

すね、雨水排水につきましては26年から３年間、

工場の排水に関しましては27年の４年間、テレビ

カメラの調査を行いました。これが後の経年劣化

も含めまして、５年前の震災での損傷等を確認す

るために行っております。それによりまして修繕

を必要とする箇所へ、急いでやらなければならな

いものにつきましては、その年その年で対応して
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いたんですが、後に回しても大丈夫と思われるも

のにつきましてこの28年度、29年度も予定してお

りますが、損傷箇所の修繕を行うものです。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 長さ的にはどのぐらいの感じなんです

か。 

○松田委員長 藤川係長。 

○藤川商工観光係長 雨水排水管につきましては１

万445ｍ、工場排水管については２万3,205ｍにな

ります。総延長ですね。 

  以上です。 

○松田委員長 そのほかは。 

  人見委員。 

○人見委員 単純なことなんだけれども、92ページ

の農村基盤施設管理事業、農道の修繕というので

10万円、農道そのものの総延長があると思うんだ

けれども、その10万円で何ができるのかという疑

問を持ったもので。 

○松田委員長 秋元課長。 

○秋元産業観光建設課長 人見委員のおっしゃると

おり10万円で何ができるのかという部分なんです

が、いろいろ農道といいましても西那須野には正

式な農道というのはございませんので、いわゆる

あぜ道とか、市管理道路とか、そういった部分の

砂利敷き、ならし程度の作業なんです。改めて舗

装するというそこまでのものはこの予算ではちょ

っと考えていないです。 

  なので、具体的にはどの箇所というものはござ

いません。地域からいろいろ話が出てきたものに

対して不特定多数の方が通る農業用道路に準ずる

場所につきまして、砂利を敷いたりとか、ならし

たりというその程度の補修でございます。 

○松田委員長 そのほかにございますでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬副委員長 100ページの先ほどと一緒なんで

すが、７款１項３目の2002事業の工業団地管理事

業西那須野支所分の委託料、工業団地の総合水質

検査池が幾つかあるんですが、この408万円の委

託先、それから大体の状況がわかったらお願いし

たいと思います。 

○松田委員長 秋元課長。 

○秋元産業観光建設課長 委託料の内訳なんですが、

工業団地の水質検査の清掃業務委託料、その委託

につきまして金額では162万円…… 

○相馬副委員長 細かくなくていいんですが、まず

委託先をお伺いしたいと思います。 

○秋元産業観光建設課長 それぞれにあるので……、

それぞれ委託先が違うんです。もちろん、入札で

決まる形なので、ことしやっているのはお答えで

きるんですが。 

○相馬副委員長 わかりました。 

  じゃ結構です。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議ないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○松田委員長 異議ないものと認めます。よって、

議案第10号については、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  産業観光建設課所管の審査事項は以上となりま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございませんでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部からは何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で産業観光

建設課の審査を終了いたします。 

  これで西那須野支所の審査は全て終了となりま

す。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画部の審査 

○松田委員長 これより企画部の審査に入ります。 

  初めに、企画部長からご挨拶をお願いいたしま

す。 

○片桐企画部長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画政策課の審査 

○松田委員長 ただいまから企画政策課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、各委員からの質疑、

ご意見等をお受けいたします。 

  質疑ございませんでしょうか。 

  星委員。 

○星委員 35ページの２款１項８目企画政策費、新

規で視覚障がい者用ＣＤ、市民ワークショップ開

催時消耗品とあるんですが、これの詳しい内容を

教えていただきたいんですけれども、視覚障がい

者用ＣＤというのはどういったＣＤになるんでし

ょうか。 

○松田委員長 佐藤課長。 
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○佐藤企画政策課長 これにつきましては、書物だ

けではなくて音声で周知、ＰＲできるようなもの

ということで、詳しくは係長のほうから申し上げ

ます。 

○松田委員長 係長、お願いいたします。 

○村松企画政策係長 先ほど課長のほうで申し上げ

ましたとおり、視覚障害者の方でも総合計画の内

容がわかるように、音声でＣＤに吹き込んで作成

するものであります。 

○佐藤企画政策課長 それから、すみません、市民

ワークショップの開催時消耗品ということで、こ

れにつきましても…… 

○松田委員長 係長。 

○村松企画政策係長 今年度、総合計画の中の基本

構想の策定を行ったところでございますが、今年

度におきましても市民ワークショップということ

で、市民の皆様、特に若い方を中心にお声掛けを

させていただきまして、公募によって集まってい

ただいて、市の将来をどういう形にしたいかとか、

そういった議論をしていただいたものでございま

す。 

  来年度につきましては、基本企画の策定に入っ

ていくところでございますが、基本構想とは別に

またより具体的な施策等の議論について、市民の

方々にお集まりいただいて意見を交わしていただ

くと。そういった内容のものでございます。 

  以上です。 

○松田委員長 星委員。 

○星委員 この市民ワークショップなんですが、今、

27年は若者中心に話し合ったということだったと

思うんですけれども、その中に例えば視覚障がい

者用ＣＤが入っているというのが、視覚障害者の

方もワークショップの中に入ったとかということ

になるんですか。そういうわけではないのか。 

○松田委員長 係長。 

○村松企画政策係長 今年度の募集の中では、視覚

障害者につきましては応募がございませんで、メ

ンバーの中には入っていなかったと思います。 

○松田委員長 そのほかに質疑はございますでしょ

うか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 同じく４ページ、その欄の同じところ

に印刷製本費、新規で第二次総合計画ということ

がありますが、これは次年度から10年間でよろし

いんですか。それが前期、後期に分かれているの

かどうかということをお伺いしたいんです。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 第二次総合計画の印刷製本費

ということで、まず中身を申し上げたいと思いま

す。270万円を計上してございますが、これにつ

きましては大本の印刷ということで1,300冊を予

定してございます。それから、概要版、これにつ

きましては概要ということで、Ａ３サイズぐらい

の概要になると思いますが、３万5,000部ほど予

定しているというものでございます。 

  なお、この計画につきましては、第二次総合計

画は29年から38年までの10年間ということになり

ます。これにつきましては、前期計画が５年、後

期計画が５年ということで、今回については基本

構想並びに計画ということで予定しているもので

ございます、前期計画ですね。 

○松田委員長 ほかに。 

  金子委員。 

○金子委員 36ページの一番上の行財政改革推進費

の中で職員提案制度の報償ということで、これは

内容はどんなふうになっていますか。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 職員提案制度につきましては、

さまざまな行財政の職場での改善策ということで、

住民サービスの向上とか、仕事の改善とかという
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職員からの提案を受け付けるということで実施要

項もございますが、それの提案を受けまして審査

会ということで、参与並びに部長が審査員となり

ましてその採用等を決めるということでございま

す。 

  それらが年間として実施しておりますが、報償

につきましては１件当たり１万円ということで計

上しているものでございます。平成27年度につき

ましては９件の提案がございまして、この後、今

月中に最終の審査会を行うという予定でございま

す。 

○松田委員長 大野委員。 

○大野委員 35ページなんですが、中段、これは本

会議の中でも説明があったんですけれども、新規

事業で八溝山周辺地域定住自立圏連携事業で７つ

の連携ということで、この中にスポーツイベント

ということでご説明があって、野球、サッカー、

ソフトボールですか、もしその内容がどんなこと

をやるのかということがわかればお伺いしたいん

です。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 28年度事業ということでまだ

明確なところは知らされていないところではあり

ますけれども、サッカーでいうと、平成27年度に

つきましては栃木SCがホームゲームを行ったとき

に八溝山周辺地域定住自立圏連携事業ということ

で会場へバスを向けたということでございます。 

  それから、野球教室につきましても、大田原会

場でやったんですけれども、そちらにプロ野球の

有名選手を招聘して指導を行ったということでご

ざいます。 

  ソフトボールは28年度に初めてということで、

多分同じように女子の日本リーグの有名選手を招

いての指導になるのではないかというところで、

今後、中心市である大田原市が中心となりまして

調整されるということです。参加募集という形で

那須塩原市はそれに応えるということになろうか

と思います。 

○松田委員長 大野委員。 

○大野委員 その点については了解しました。 

  あと、37ページの地域活性化事業費、13001事

業の野岩鉄道の件なんですけど負担割合というの

は、どのようになっているのか教えてください。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 野岩鉄道につきましては持ち

株がございます。その持ち株に応じまして率が決

まっておりまして、那須塩原市につきましては全

体の負担割合が2.6％。まず、安全性向上の負担

金ということですから、393万8,000円のほうにつ

きましては2.6％。それから、経営安定化補助金

のほうにつきましては、持ち株の割合でいきまし

て計算されました2.1％ということで決定してい

るところでございます。 

  持ち株につきましては、那須塩原市が全体で10

万株を入れておりまして、そのうちの1,430株と

いうことで1.43％を保有しているという内容でご

ざいます。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 歳入のほうの15ページの関係で、電源

立地地域対策交付金の充当ということで、これは

保育園の臨時職員費に充当という形なんですけれ

ども、この辺の充当する場所というか、どんな形

でやっているのかということをお伺いしたい。 

○松田委員長 佐藤係長、お願いいたします。 

○佐藤主査 こちらにつきましては、以前は道路整

備の歳入になっていて充当していたというところ

もあるんですけれども、どうしても３月末までの

工期の中で、実際にその後に検査なり、県のほう

に実績を上げるということは、年度をまたぐこと

が非常に多いということがありまして、今回もち
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ょうど今年度に既に保育園のほうに充当している

んですが、臨時保育士に関しましての予算をこの

歳入に使って充当していると。 

  つきましては、実績をこの段階になると、今現

在は27年度でいえば、さくら保育園の臨時職員の

方に充てているんですけれども、その方に支払っ

た調書などを提出することで実績報告にかえてい

るというような作業がこの後に出てきますけれど

も、年度をまたぐことなくできるということで、

庁内で検討した結果、私たちも工夫して28年度は

こういった臨時職員に充てるというような結果に

なってございます。 

  以上です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、この交付金については何

に充てても構わないということでよろしいんです

か。 

○松田委員長 係長。 

○佐藤主査 最低の幅が示されておりますけれども、

ありがままの状態のものになってございます。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 じゃ35ページの地域振興費の中で報償

費、定住自立圏構想の講演会の講師謝礼というこ

とで出ていますが、これについてどんな内容でこ

の方を選ぶのか教えていただきたいんです。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 定住自立圏の構想の講演会と

いうことで、那須塩原市が那須地域定住自立圏は

中心市でありますけれども、特に内容等につきま

してはまだこれからということでございまして、

講師につきましてもこれからと。50万円の範囲以

内で、地域連携事業等の参考になるようなテーマ

でというふうに、今、具体的なものには至ってい

ませんが、講演会を開催したいというふうなこと

で計上しております。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 37ページの地域活性化事業で、さっき

の野岩鉄道の関係なんですが、水害で野岩鉄道関

係がかなりやられたのかなということがあるんで

すけれども、この辺で補助金とかというのは何か

変わってくるとか、そういうのはあるのかどうか

お聞きしたい。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 安全性向上につきましては、

当然ながら３カ年の計画に基づいて更新していく

と。トンネルの補修とか、レールの補修、それか

ら車両の補修ということで、年次計画に基づいて

行っているということですので変更等はございま

せん。 

  また、経営安定化につきましては、損失の補填

ということで行っておりますが、今回、去年９月

に水害がありまして電車が走れない地区もござい

ましたが、利用率につきましてはその後に落ち込

みはないということで効果を上げていますし、こ

の件につきましては28年度は見込みでございます

が、27年につきましては予定どおりの実績という

ことで先日、補助金が確定したところでございま

す。大きな落ち込みがなかったのは幸いかなと思

っております。 

○松田委員長 そのほかに質疑はございますでしょ

うか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議ないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議ないものと認めます。よって、

議案第10号については、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  企画政策課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

  佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 先ほど冒頭の部長の挨拶の中

にもありましたが、さきに説明しましたとおり、

平成28年度庁舎関係の予算案を計上していないと

いうことで申し上げたところでございますが、本

会議の中でもやりとりがございましたが、延期に

伴いまして現在、履行しております業務委託契約、

これについてご説明申し上げたいと思います。 

  現在、業務委託で進めておりますのが、庁舎建

設基本計画の部分、それから基本設計の部分、こ

れが１つの業務として委託契約しております。そ

れからもう１件、新庁舎建設に伴う地質調査業務、

この合わせて２件の業務委託契約を結んでおりま

す。 

  これにつきましては、以降の業務を行わない、

延期に伴いまして業務を行わないということでご

ざいまして、現行契約の解約に向けて今、協議を

進めているというところでございます。これにつ

きましては、先月２月から受注者と契約の解除に

向けた具体的な協議を進めていくというところで

ございます。最終的に合意内容等の調整が調いま

した段階には、解約合意書を取り交わすというこ

とで予定しているところでございます。 

  現段階で受注者側から伝えられております考え

方、受注者側の意向ということでございますが、

これにつきましては業務以降、着手部分ですね、

それを行っている分についてのお支払いはお願い

しますということでございます。それから、業務

委託契約の解約の主な損害賠償については、協議

による合意ということですので、その部分の損害

賠償については請求しないというような意向が伝

えられております。調い次第、解約合意書の取り

交わしを進めたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

  それから、もう１件でございますが、本会議ご

とに議会運営委員会の委員長さんからもありまし

たが、追加議案ということで補正予算のほうの追

加が予定されております。その中で企画政策課が

関与します部分ということになりますが、既に新

聞等で報道になっておりますけれども、ツール・

ド・とちぎという自転車競技レースが来年３月に

県内のさまざまな地域を舞台に開催されるという

ことでございます。 

  これにつきましては、那須塩原市が実行委員会

に対しまして80万円の支出をするということで、

これにつきましては、スポーツイベントですので、

スポーツ振興課のほうが歳出のほうは関係すると

いうことでございますが、80万円の歳入の部分に

つきましては、県のほうが取りまとめまして地方
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創生の加速化交付金というところで連携事業の中

で申請するという手続を進めております。これに

つきましては、追加の補正ということで80万円を

計上、提案させていただくという予定でございま

すので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○松田委員長 今のことに対して質問がありました

ら。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 今、その他で庁舎建設の一番関心のあ

るところで一般質問等で出ておりましたけれども、

一番心配していたのはその契約をしているところ

の基本計画からの３つの契約が出ている中で、当

然基本的に考えて、着手したものに関してはお支

払いをするのは当然であって、そのほかに損害賠

償が発生するんじゃないかなというふうに自分ら

は心配をしていたところ、今、きちんとした取り

交わしではないけれども、協議の話し合いの中で

はそういうものは発生しないよという部分でよろ

しいですか。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 現在、解約合意書の原案につ

いて最終調整の段階に入っておりますが、幾つか

の条文に分かれておりまして、その中に出来高と

いうか、執行部分、履行した部分が幾ら、さらに

はこの件に関しては以降異議を申し立てないと、

損害賠償の請求はしないとか、そういう条立ての

解約方針というような例が考えられる予定でござ

います。その点が明記されるということで合意と

いう形になります。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 そうすると、もう当然、この事業は延

期になって、この時点で終了になるわけでありま

すけれども、また再度この事業が展開されるとき

には、今の契約業者がまた再度出るというような、

そういうものは入っていなくて、また新たな新入

札でいくということでよろしいですか。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 基本的には契約解約というこ

とでございますので、契約は引き継がないという

か、影響はないということで、新たな案件として

入札に付するというような手続になろうかと思い

ます。 

○松田委員長 大野委員。 

○大野委員 着手した部分でお支払いする金額とい

うのは、およそ幾らぐらいになるんですか。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 詳細につきましては、この段

階ではまだ合意が調っておりませんので申し上げ

ることはできませんが、既に石本建築事務所につ

きましては、基本計画なり、基本設計ということ

で業務委託をしております。これにつきましては、

12月末で業務が確定したということもございます

ので、支払いの手続を進めているという状況でご

ざいます。 

  申しわけないですが、まだ合意に至っておりま

せんので、諸事の発表は控えさせていただければ

と思います。申しわけございません。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 参考までにお聞きしたいんですけれど

も、この課に聞くのが妥当かちょっとわからない

んですけれども、新市長は延期にするけれども、

土地の購入的には先行しておきたいというような

話が、若干新聞報道とかにいろいろ出ております

けれども、これに関しては当然その庁舎建設に対

しての計画書が全部破棄されるわけでありますの

で、この辺の土地の購入というのは、なかなか難

しい条件が出るということでよろしいんですか。 

○松田委員長 企画部長。 

○片桐企画部長 新聞報道では確かにそのようなも
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のが載ったようなところでございますが、私ども

が確認しておりますのは、地権者の方とお話をし

てこれから検討していきたいということでの話し

か聞いておりませんので、具体的にどういうこと

かという先行取得等については、一切具体的には

協議はされていません。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 条件等について先行取得するのは当然

いいと思うんですけれども、条件的にこういう庁

舎がえの計画書的なものの申請がない限り、公認

する市としては金額はどうあれ、売る側にしても

税金の対象というか、軽減というのがなくなると

いうような条件があるんじゃないかなというふう

に思うので、その辺はどうなんでしょうか。 

○松田委員長 企画部長。 

○片桐企画部長 先ほど申しましたように、新市長

においてはこれから地権者の方と話をして、市民

らとも協議をしながら進めていくというのが原則

ということでございますので、その前提条件等に

ついては一切まだ内容的に協議はしていませんの

で、ご理解いただきたいと思います。 

○松田委員長 副委員長。 

○相馬副委員長 基本計画と基本設計の件について

は委託をしてあって、もう一つ、地質調査の委託

があったということなんですが、その地質調査の

結果というのは出ているものなんでしょうか。そ

れとも、地質調査自体は結果が全く出ていないで、

破棄をするということなんでしょうか。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤企画政策課長 この地質調査の契約期間が12

月中旬から３月末ということで、基本的に終わっ

ていないということで、本当に準備以降、１カ月

半ぐらいで準備に着手した部分ということになっ

ておりますので、なかなか私どもが予定した成果

品になっていない部分もありますが、出来高とい

うことで調整できている書類等もあるということ

で、それらを確認しまして今後使えるものは使っ

ていきたいというふうに考えております。 

○松田委員長 そのほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 以上で企画政策課の審査を終了いた

します。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで昼食のため、1時開会ということでお願

いす。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 零時５８分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎シティプロモーション課の審査 

○松田委員長 ただいまからシティプロモーション

課の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 
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  課長。 

○小出シティプロモーション課長 （議案第10号に

ついて説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 32ページ、１項３目広報広聴費の中で、

新規の動画撮影機器、ドローンということで先日

の質疑ではいろいろ出ていましたけれども、聞け

てなかったものですからここで聞きたいんですけ

れども、デジタルカメラとドローンのほうで、ド

ローンが２台で37万8,000円ということだったと

思うんですけれども、これはドローンにはデジタ

ルカメラが組み込まれているんですか、その中に。 

○松田委員長 課長。 

○小出シティプロモーション課長 カメラ込みの、

カメラを掲載したものをここに入れております。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、その前段にあるデジタル

カメラというのは、また別に買うということでい

いのでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○小出シティプロモーション課長 こちらのカメラ

につきましては、空撮用とはまた別に通常のいろ

んな動画を撮るためのカメラとしてです。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 続きまして、36ページ、定住促進事業

の10001事業の中の補助金、新幹線通勤定期券購

入費で240万円ということは、これは20人分だと

思うんですけれども、これの算出の根拠というの

は何なんですか。20人分を計上したというのは、

実績からとか、日ごろの流れからとか、いろいろ

あると思うんですけれども、その20人分を計上し

た理由というのはどういう形なんでしょうか。 

○松田委員長 小出課長。 

○小出シティプロモーション課長 20人分につきま

しては、これまでの実績等を勘案して20人分ぐら

いの予算を確保しておけば、ある程度対応はでき

るという見込みのもとに計上したものです。これ

ばかりは、とりあえず来年どのぐらい新たに定期

補助を申請される方があるかわからないんですけ

れども、過去の実績とか、20人分ぐらいあればと

いうことで計上したものです。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それにつきましては、過日の一般質問

でも新幹線通勤で補助をもらっている方と話す機

会がありまして、非常に助かっていると聞いたも

のですから、枠を確保してあればいいのかなと思

って質問したところです。 

  最後に、38ページ、一番上の１項８目情報管理

費の使用料及び賃借料の賃借料でシステム機器、

これは所定のパソコンということなんですけれど

も、これは台数というのは何台ぐらいか。 

○松田委員長 情報管理係長。 

○相樂情報管理係長 大体800台、ＡＳＰになって

おります。 

○松田委員長 ほかに。 

  星委員。 

○星委員 38ページの最後のところで、委託料でオ

ープンデータ推進支援と入っているんですが、こ

れは昨年はこの項目は入っていなかったんですけ

れども、今回新たに入っていると思うんですが、

詳しく教えていただきたいんです。 

○松田委員長 小出課長。 

○小出シティプロモーション課長 オープンデータ

につきましては、いろんな行政情報を広く使いや

すい形で提供することによりまして、それによっ

ていろんな経済効果が、一般の民間事業所の方が

それを二次使用することによってさまざまなサー

ビスの提供ですとか、いろんな経済活動に利用で
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きるというところで、既にいろんな自治体で初め

ているところです。県内で言えば、宇都宮市が先

進的にいろいろやられているというところです。 

  こちらにつきましても、那須塩原市で取り組む

ということで考えておりまして、こちらを先ほど

申し上げましたように、協働で取り組むことによ

って非常にデータも広い範囲での提供が可能です

し、定期的なものが安く済むというようなところ

で、定住自立圏の中の事業としてどうかという協

議を進めてまいりまして、じゃそれでいこうとい

う話がまとまったものですから、来年度の予算の

ほうに計上させていただきました。 

  今年度につきましては、年度途中に９月補正の

ほうで一度計上させております。 

○松田委員長 そのほか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 すみません、ちょっと聞き漏らしまし

た。 

  ページが38ページ、公共用情報管理費の中の庁

用記入費で、新規で仮想基盤サーバー増設メモリ

ーということなんですけれども、これは容量が不

足したから増設するということでよろしいんです

か。 

○松田委員長 小出課長。 

○小出シティプロモーション課長 こちらにつきま

してはおっしゃるとおりで、こちらを利用してい

るシステムがふえてきているということで、当初

見込んできたものにサーバーを増設しないと本格

的な稼働ができないというところで、今回増設さ

せていただくものです。 

○松田委員長 副委員長。 

○相馬副委員長 ４ページの歳入のところで、12款

１項１目総務負担金のところで、先ほど那須町と

日光市と共同でということでやっている負担金が、

那須町と日光市から入ってくる金額なんだろうと

思うんですが、このシステムはそうすると総額で

どのぐらいかかって、そのうちの1,765万円が日

光市と那須町から入ってくるというふうに考えれ

ばよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 小出課長。 

○小出シティプロモーション課長 すみません、係

長で。 

○松田委員長 係長。 

○相樂情報管理係長 コンビニ交付にかかる費用全

部ということではなくて、共同で利用できる機械

について、３市町で利用しているんですけれども、

その共同で利用できる部分について３で割って、

３分の１、３分の１、３分の１で費用を負担いた

だいているというところになります。 

○相馬副委員長 はい、わかりました。 

○松田委員長 そのほか、質疑等ございますでしょ

うか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 
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  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  シティプロモーション課所管の審査事項は以上

となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 では、私がある。 

○相馬副委員長 委員長。 

○松田委員長 皆さんもご承知かと思いますけれど

も、市長が新しく変わったということで、前回の

選挙戦について、ちょっとシティプロモーション

課の方にちょっとお聞きしたいことがあります。 

  「チャレンジｉｎｇ那須塩原～一歩踏み出す人

を応援するまち～」ということで、キャッチコピ

ーをその他いろいろ出していたと思いますけれど

も、これは御存じのとおり、若手職員のスタッフ、

あと市民の方、あと一緒につくってきたシティプ

ロモーションの第一人者であります東海大学の河

井教授さん、それとあとプロのコピーライターと

いう形で、今回このようなバッヂ等々、あとキャ

ッチコピー等々をつくってきたということでござ

いますけれども、これはいろいろな住民の人から、

いろいろな形で私のほうにご意見等がありまして、

また市の職員からも意見が私のほうに無記名で入

ってはきております。 

  実際、選挙戦、前市長はこのキャッチコピーで

選挙戦を戦いました。これは、勝つも負けるも選

挙戦は必ず出てくる行為だと思いますけれども、

いかにしてこのキャッチコピーを選挙戦で使わせ

たという経緯に関して、シティプロモーション課

ではどのような意見を持っているのか、お伺いい

たします。 

○相馬副委員長 小出課長。 

○小出シティプロモーション課長 「チャレンジｉ

ｎｇ那須塩原」、運営へのブランドメッセージと

して、定住促進の計画の中に位置づけられたブラ

ンドメッセージでございます。定住促進計画につ

きましては、議会の承認をもらっている正式な市

の計画という位置づけでございます。 

  そのブランドメッセージにつきまして、前回の

市長選挙において、前の市長が使っていたという

のは、皆様ご存じのとおりでございます。 

  その件につきましては、うちのほうにも選挙管

理委員会から、このメッセージを前の市長が選挙

で使うのはどうなのかというところの照会があり

まして、うちのほうとしてもそれはいろいろ調べ

ました。 

  基本的に、この「チャレンジｉｎｇ那須塩原」

というブランドメッセージにつきまして、何らか

の著作権なり商品登録といったものを市のほうで

設定してあれば、それについては、市が行政側と

して、そういうのは選挙戦に利用するのはやめて

くださいというような、ある程度の行政指導はで

きるものでありましたが、いかんせんこのブラン

ドメッセージについては、今回のような利用は想

定しておりませんでしたし、できればできるだけ

多くの方に使ってほしいと、チャレンジングを活

かしながら、「何とかにチャレンジｉｎｇ」とか、

いろいろもじった形で広く市民の方に浸透して使

っていただきたいという思いがありまして、そう

いった著作権等の設定はしておりませんでした。 

  公職選挙法上も、こういった市のブランドメッ

セージを候補者が使うということに関しては、公

職選挙法上も抵触しないというふうな判断を選挙

管理委員会のほうでもしておりましたので、とい
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う話になりますと、我々行政側の人間としては、

市長に使うなという、特に指導できる権限はあり

ませんし、という話になれば、これはもう、何ら

かの法律で規制しなければだめかというと、人間

には良識的判断というのがございますので、良識

的な判断で前の市長に使っていただくというとこ

ろしかないのかなというところで考えていたとこ

ろでございます。 

  あくまで我々が、何か前の市長にけしかけて、

この「チャレンジｉｎｇ那須塩原」をＰＲしてく

れとか、そんなことを言ったことは一度もござい

ませんし、我々としては、できればこういった形

での利用方法というのは、してほしくなかったな

というのが本音でございます。 

  以上です。 

○相馬副委員長 委員長。 

○松田委員長 ありがとうございます。 

  そういう形、その話はもう重々わかりました。

実際、シティプロモーション課の方も選挙期間中

は、せっかくつくった那須塩原市の「チャレンジ

ｉｎｇ」のバッヂを外しながら仕事についたとい

う職員も実はおりました。普通は暗黙の了解で、

私もいろいろな選挙に携わってきましたけれども、

市のキャッチフレーズをそのままリーフレットに

使うということはまずあり得ないことで、今後、

そういうものが実際出てくる可能性、今回そうだ

ったということで、これからそういうものが出な

いことはないというところがあると思います。 

  ですので、何か選管と、那須塩原独自でも構い

ませんので、何かいい対策等々がまたある程度の

基準をつくって、選管ともある程度整合性をもっ

て、今後利用していただきたいなと思っておりま

す。 

  それと、やはり、いろいろありますけれども、

せっかく市民の皆さんにアンケートをとって、い

ろいろな形でとったということがありますから、

やはりもっと大事にこの名前を、本当にいい名前

だと思いますし、いいキャッチフレーズだと思い

ますので、何か使っていて後ろめたいような使わ

せ方は、本当に市民にとっては少し僕らはかわい

そうだなと思いますし、市職員も多分そう思って

いると思うんですよ。ですから、今後そのような

使用について、もうちょっと深く議論をしていた

だきまして、今後いい那須塩原市のブランドメッ

セージをつくっていただきたいなと思っておりま

す。私からは以上でございます。 

○相馬副委員長 そのほかはありますか。 

○小出シティプロモーション課長 繰り返しになっ

てしまいますが、そういうことで、我々としては

ちょっと非常に苦しい立場であったというのが本

音でございます。 

  ただ、今、委員長がおっしゃられるように、で

はそういうものを想定して、今後正しい使われ方

というか、より市民の方に安心して、こういった

ブランドメッセージをつくった際に使っていただ

けるような、ある程度、そういった政治に流され

ないような、政治的中立を保てるようなブランド

メッセージにするにはどうしたらいいかというよ

うなところについては、いろいろ研究させていた

だきたいと思います。ありがとうございます。 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部からは何かございませんか。 

  課長。 

○小出シティプロモーション課長 それでは、私ど

もで今やっているＰＲ事業につきまして、せっか

くの機会ですので、若干ご報告をさせていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。 

○松田委員長 粟野課長補佐。 
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○粟野課長補佐 私のほうから、現在シティセール

ス事業ということで進めてまいりましたが、その

うちの２事業についてご報告させていただきます。 

  まず１つが、今渡しました資料の一番上になり

ます。３月12日に実施いたします「親子でチャレ

ンジｉｎｇ！那須塩原モニターツアーに行こう」

ということで、那須塩原市に、首都圏を中心とし

た子育て世代のご家族12組をご招待いたしまして、

モニターツアーを実施いたします。 

  内容的には、市内の生活を見ていただくという

ようなところがございますので、まず１つは乗馬

施設での体験、それと鴨内田舎ランドのほうで、

地元の食材を使った昼食、あるいはその施設を使

用したレクリエーションを楽しんでいただいて、

その後、千本松牧場、これはちょっとリゾート的

な部分になりますが、そちらで楽しんでいただい

た後に、住宅の状況ということで、市内の住宅展

示場等を回りまして帰っていただくということで、

日帰りツアーを予定しておりまして、こちらは首

都圏を中心にＰＲしたところ、230組ぐらいの募

集をいただきました。そのうち絞り込んで12組と

いうことで、今週末に実施してまいります。 

  続きまして、次の資料になりますが、那須塩原

ウェブＣＭコピーアワードということで、こちら

につきましては、那須塩原市のまち・ひと・しご

と創生総合戦略の中に、７つのＫということでキ

ーワードを示しまして、それについて推進してい

くということがございます。 

  その７つのキーワード、結婚、子育て、教育、

雇用、暮らし、広報、その７つのキーワードに沿

いまして、その取り組みをＰＲするというような

ところで、17本のＣＭを作成いたしました。その

ＣＭ一つ一つにキャッチコピーをつけてほしいと

いうことで、ＳＮＳ上で募集をかけまして、１月

末からになりますが、３月10日まで募集をかけま

して、那須塩原市のＣＭを拡散するとともに、那

須塩原市に興味を持っていただいて、それで応募

いただくというようなことを実施してまいりまし

た。 

  ３月10日に応募を締め切るわけですが、現在全

国から8,500ほどのキャッチコピーをいただいて

おります。 

  そのほか、地域ポータルサイトきらきらホット

なすしおばらのほうを通して募集をかけて、お願

いかけておりますが、そちらのアクセスがもう６

万以上を超えているということで、かなり関心は

いただいております。 

  それの応募いただいたものの審査ということで、

３月19日土曜日になりますが、午後３時からこの

ＣＭの作成に携わっていただいた方、あるいは７

つのＫに関係する市民の方、職員等を含めまして

審査会を実施したいと思っております。３月19日

３時から、市内のＣｈｕｓという喫茶店において

審査会を行いまして、優秀賞を決めるということ

でございます。 

  今回の、優秀賞につきましては、賞金15万円、

あるいはですけれども、市内の特産品をおおむね

15万円分ということで提案してございまして、資

料の後ろのページを見ていただきますと、賞品等

ということで、最優秀、１本だけです。15万円、

または地元産ということで、牛乳0.5ｔとか米８

俵とか、こういう形で那須塩原の魅力ある商品を

アピールしながら、今回は応募を実施してまいり

ました。 

  説明については以上です。 

○松田委員長 今の説明に対して何かございますか。

報告ですけれども。 

  その他、ありますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 では、あと執行部からございますか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上でシティプ

ロモーション課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時４３分 

 

再開 午後 １時４４分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎秘書課の審査 

○松田委員長 ただいまから秘書課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  室井課長。 

○室井秘書課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 23ページです。総務費の雑入、一番下

にある国際交流員家賃負担金ということでござい

ますが、これは先ほどの説明だと、今年までのア

リスが途中で帰るということなんですが、これは

その帰るまでの家賃ということでよろしいんです

か。 

○松田委員長 室井課長。 

○室井秘書課長 先ほども申し上げましたように、

その後、新たに今度オーストリアのほうから国際

交流員の招致の準備を今進めているところでござ

いますので、一応、８月以降の家賃分も含めた、

来年３月までの家賃と、それにかかる仲介手数料

ですとか、そういったものを含めた金額でござい

ます。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それにつきましては、了解しました。 

  38ページです。一番下の国際交流推進費1001事

業で、途中で交代するということで、オーストリ

ア人ということで、これについてはもう人選は進

んでいるんですか。 

○松田委員長 室井課長。 

○室井秘書課長 直接の人選というのは、あくまで

現地、オーストリアのほうで募集をかけていただ

ける状況です。こちらについては、ことし５月く

らいに決まるのかなという、まだはっきりした素

案はございませんが、通常ですと大体５月くらい

にわかるという予定でございます。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それに関連しまして、その下のほうに

賃借料ということで、国際交流員のアパートとし

て91万5,000円が計上されていますけれども、こ

れはどういうふうに考えればよろしいんですか。 

○松田委員長 室井課長。 

○室井秘書課長 ４月分から７月分までについては、
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現在利用しております国際交流員の家賃、８月分

から３月分までにつきましては、新たな国際交流

員の家賃ということになります。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それは、家賃はわかりました。 

  で、これは高級マンションとか、いろいろ市営

住宅とかあるんですけれども、差し支えなければ

どのようなところにお住まいになっている。場所

とか、そういうのは別に結構ですけれども。 

○松田委員長 室井課長。 

○室井秘書課長 一般的に一人世帯で、一人の方が

住まわれるようなアパートを想定しております。

家賃５万円程度前後でしょうか。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 ということは、これは民間のところで

よろしいですか。 

○松田委員長 室井課長。 

○室井秘書課長 民間のアパートを借りる予定です。 

○佐藤委員 了解しました。 

○松田委員長 ほかにご質疑ございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 39ページの一番上のリンツ姉妹都市提

携調印式にかかわって、実行委員会を組織して準

備というか、やるということなんですけれども、

どういう組織でこれをつくってやっていくんでし

ょうか。 

○松田委員長 室井課長。 

○室井秘書課長 まず、庁内のこういった国際交流

関係をする部署からと、それとあと民間からも、

例えば国際交流協会がございます。そういったと

ころからも入っていただいて、一応、職員と民間

とでそういう組織をしていければと思っています。 

○松田委員長 そのほかございませんか。 

  星委員。 

○星委員 38ページの先ほどの国際交流推進、ここ

に戻ってしまうんですけれども、アリスは、最初

来たときというよりも、要は別の方が来たときに

は、またその人に合った業務内容でかかわっても

らう、いろいろな市とかの行事にご参加したりと

か、アリスの場合はお料理教室なんかもやったか

と思うんですけれども、その人に合わせた、何か

できることに合わせたもので今後入ってもらうよ

うに考えていくんですか。 

○松田委員長 室井課長。 

○室井秘書課長 基本的に国際交流の役割のほうは、

地域における国際交流の文化の、そういった中で、

外国の文化を紹介していただくという部分と、そ

れから、外国人の目から那須塩原市を海外に紹介

していただくと、いろいろな役割がございます。 

  今、アリスの場合は、かなり優秀な国際交流員

でございまして、料理ですとか、いろいろな催し

等に対応できる方だったんですが、今回、今募集

しています、どういった方が来るか、大変申しわ

けないんですが、まだはっきりしないという中で、

実際にこちらに来てから、いろいろ本人の状況で

すとか見まして、どういった業務に携わるかとい

う部分は、その中で考えていきたいということで

す。 

○松田委員長 星委員。 

○星委員 では、向こうの現地というか、オースト

リアのほうに募集はかけているということだった

んですけれども、こういう業務内容にかかわって

もらいますというふうなものは出さずに、ただ来

てくださいというふうに募集をかけているのです

か。 

○松田委員長 室井課長。 

○室井秘書課長 基本的な部分では、このお話とし

ましては、そちらの国の文化を教えていただきた

い、逆にまた那須塩原市の文化を発信してもらう

とか、そういった部分で、大まかなことです。 
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  あと、条件的にはやはり言葉の問題がございま

すので、英語がしゃべれる、日本語がしゃべれる

と、そういった条件をつけていると、余り具体的

に細かい要求というのはしてございません。 

○松田委員長 星委員。 

○星委員 今、対外の方の、例えば知ってもらうと

いう部分では、人気ブロガーという人が何かアッ

プするといっぱい見てもらって、外国の方も観光

に来てもらったりというふうにやっているところ

もあると思うんですけれども、そういう、でも別

にブログに詳しいとか、特化したとか、そういう

広報的な部分で何かあるとかというのは全く、あ

る程度の知識のあると。 

○松田委員長 室井課長。 

○室井秘書課長 今、委員のほうからございました

件については、今回の募集の要件には含まれてお

りません。 

○松田委員長 そのほか、委員の皆様。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  秘書課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

  金子委員。 

○金子委員 今、関連なんですけれども、リンツ市

との姉妹締結ということで、実行委員というのを

立ち上げて、これから準備していくということだ

と思うんですけれども、実はきのうオーストリア

はどんなところというふうなテーマで、関谷のハ

ロープラザで、それのお話と、それから音楽とあ

ったわけなんですけれども、その場に随分国際交

流協会の人たちが準備もかねて大勢来ていたわけ

なんですけれども、そこで私なんかは、どうなっ

ているの、どうなっているのということを随分聞

かれて、答えようがないというか、ほとんどわか

らない状態だったわけなんですけれども、国際交

流協会というのが、実際この那須塩原市にあるわ

けなので、できるだけこの情報を共有できる部分

をできるだけ共有していくと。この部分について

は、まだわからないんだよと、わからないという

ところまで言っていかないと、わかっているのに

情報をくれないんだというふうな受け取り方をさ

れがちなので、ぜひともできるだけどうやってい

くのか、もうあと３カ月しかないのに、どうなの、

どうなのと、準備のときだけ駆り出されてやると

いうふうな形にもなりかねないので、ひとつ、ぜ

ひ皆さんが気持ちよく理解できるような形で進め

てもらえればありがたいなという気がしたんです
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けれども、ちょっとそんなことをきのう、私にも

随分何人からか言われたんだけれども、答えよう

がなかったものですから、そんなことでよろしく

お願いいたします。 

  特にもし何かあれば。 

○松田委員長 秘書課長。 

○室井秘書課長 今の金子委員のほうからございま

したように、もうようやく６月13日に姉妹都市の

提携調印式ができることになりましたので、おっ

しゃるとおり、もう３カ月しかないという中なん

ですが、これからも市民の方と一緒に、この国際

交流化を進めていかなければならないと思ってお

りますので、また情報提供の頻度を上げて、皆さ

んと連携して進めていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○松田委員長 ほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、執行部からは何

かございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で秘書課の

審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで10分間休憩をします。２時10分から再開

をいたします。 

 

休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民協働推進課の審査 

○松田委員長 ただいまから市民協働推進課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さんご苦労さまでございます。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  郡司課長。 

○郡司市民協働推進課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 29ページです。一番下の自治振興事業

5001事業の報酬で、非常勤報酬ということで行政

連絡員、これは何名分で。 

○松田委員長 郡司課長。 

○郡司市民協働推進課長 215名です。現在で215名

ですけれども、予算的には220名で計算しており

ます。 

○松田委員長 そのほか、ございますでしょうか。 

  金子委員。 

○金子委員 39ページの真ん中の男女共同参画推進

ですけれども、この男女共同参画審議会について

は、いつごろから始まって、これは先、予定はわ

からないんでしょうけれども、永遠に続くという

か、そういう予定というのはあるんですか。 
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○松田委員長 郡司課長。 

○郡司市民協働推進課長 第３次の男女共同参画行

動計画につきましては、間もなく３月に始まりま

して、28年度中にはでき上がるというか、それで

印刷をかけたいというふうに思っております。 

○松田委員長 金子委員。 

○金子委員 審議会のほうは、どうですか。 

○松田委員長 郡司課長。 

○郡司市民協働推進課長 審議会は毎年開いており

ます。たまたま27年度が改選でしたので、２年継

続ですから、27年度の委員、28年度の委員は同じ

委員のメンバーで、この計画はつくれると思って

おります。 

○松田委員長 金子委員。 

○金子委員 これは、要はもうずっとつながって続

いていくという、終わりがないような、今のとこ

ろ、そういう感じで続くという考えでいいんです

か。 

○松田委員長 郡司課長。 

○郡司市民協働推進課長 条例が施行されている間

は、続いていくものと思っております。 

○金子委員 わかりました。結構です。 

○松田委員長 そのほか、ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  市民協働推進課所管の審査事項は以上となりま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

  大野委員。 

○大野委員 コミュニティづくりというふうに今い

ただいているかと思うんですけれども、簡単でい

いので、どんな状況だかちょっと教えてもらえれ

ばというふうに思うんですけれども。 

○松田委員長 織田係長。 

○織田統計係長 今、コミュニティというお話でし

た。 

  今、市内全域には15のコミュニティ組織があり

まして、活動実態としては14のコミュニティが毎

年活動しているという状況がございます。 

  今、公設公民館のエリアの中にコミュニティが

存在していないのが２つほどございます。黒磯公

民館と厚崎公民館。その中で、今、市民協働推進

課としましては、厚崎公民館エリア、こちらのコ

ミュニティのほうを自治会長様にお骨折りをいた

だきまして、検討をさせていただきました。 

  これは、前身の車座談義のほうで検討していた

ものを引き続き検討したということが今年度の活



－28－ 

動になっております。 

  今年度４回の会議を経まして、結論を出してい

ただいたところ、厚崎公民館エリアに、まずは３

つのコミュニティをつくりましょうと。地区でい

いますと、上厚崎地区、そして埼玉地区、そして

もう一つが共英小学校区、この３つを軸にコミュ

ニティをつくっていきましょうということで、結

論は出ております。 

  今後、各自治会の総会において、このコミュニ

ティが設立、またその設立の前に準備会というも

のを用意しまして、具体的な活動、具体的な内容

について検討していきましょうということになっ

ております。 

  そのための総会の決議といいますか、了解をも

らうということで、各自治会長様にはお願いをし

ている、今そういった状況になっております。 

○大野委員 ありがとうございました。 

○松田委員長 そのほか、ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部からは何かございますでしょ

うか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で市民協働

推進課の審査を終了いたします。 

  これで企画部の審査は全て終了となります。 

  ご苦労さまでございました。 

  これで執行部入れかえのため暫時休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午後 ２時２０分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎選管・監査・固定資産評価・公

平委員会事務局の審査 

○松田委員長 選管・監査・固定資産評価・公平委

員会事務局の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  初めに、事務局長からご挨拶をお願いいたしま

す。 

  事務局長。 

○会田選管・監査事務局長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  ただいまから、選管・監査・固定資産評価・公

平委員会事務局の審査に入ります。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  事務局長。 

○会田選管・監査事務局長 （議案第10号について

説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  金子委員。 

○金子委員 45ページの公平委員会の公平委員３名

ということであるんですけれども、これは大体ど

んな問題というか。 

〔「扱う問題」と言う人あり〕 
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○金子委員 審査というか、審議、どういう問題が

出てくるんでしょうね。 

○松田委員長 事務局長。 

○会田選管・監査事務局長 こちらは主に対象職員、

市の職員になりますが、不利益処分を自分で受け

た場合、その職員に対して納得できないという場

合には、異議申し立てという形で公平委員会のほ

うにまず異議申し立てができます。こちらで結審

しまして、その結果について、またこれも納得で

きないという場合には、いよいよ裁判という形に

なります。 

  以上です。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 50ページなんですけれども、参議院選

挙と栃木県知事選挙、期間中は同じということな

んですけれども、微妙に金額が違って、あと掲示

板の数とか、いわゆる職員の数が同じ期間中違う

のかお聞かせ願いたい。 

○松田委員長 事務局長。 

○会田選管・監査事務局長 まず、こちら見ていた

だきますと、職員手当が若干違ってございます。

参議院のほうが1,700万強、それと栃木県知事選

挙のほうが1,500万強ですね。 

  こちらについては、参議院議員については、栃

木県選挙区と全国区といいますか、それで票が２

票になりますので、事務従事者も１票とはちょっ

と違う。割り増しで職員を配置する関係上、ここ

に賃金の費用の差が出てございます。 

  以上です。 

○佐藤委員 了解しました。 

○松田委員長 そのほか質疑ございませんでしょう

か。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 討論がないようですので、討論を終

結したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  選管・監査・固定資産評価・公平事務局所管の

審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として委員の皆様から何かご

ざいますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部からは何かございませんか。 

○会田選管・監査事務局長 特にありません。 

○松田委員長 ないようですので、以上で選管・監

査・固定資産評価・公平委員会事務局の審査を終

了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 
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休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時４２分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会計課の審査 

○松田委員長 会計課の皆さんご苦労さまでござい

ます。 

  初めに、会計管理者からご挨拶をお願いいたし

ます。 

  大島課長、お願いいたします。 

○大島会計管理者 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  ただいまから会計課の審査に入ります。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  大島会計管理者。 

○大島会計管理者 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 会計課所管の審査事項は以上となり

ます。 

  その他として委員の皆様から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部からは何がございますでしょ

うか。 

  大島会計管理者。 

○大島会計管理者 予算の変更ということではござ

いませんが、私の一身上といいますか、今年で退

職になりますので、皆様方にはいろいろお世話に

なりましたが、あともう十何日しかないかと思い

ますけれども、本当にいろいろお世話になりまし

てありがとうございました。 
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○松田委員長 お疲れさまでした。 

  それでは、以上で会計課の審査を終了いたしま

す。ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 ２時４９分 

 

再開 午後 ２時５１分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議会事務局の審査 

○松田委員長 議会事務局の皆さんご苦労さまでご

ざいます。 

  初めに、事務局長からご挨拶をお願いいたしま

す。 

  阿久津事務局長。 

○阿久津議会事務局長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  ただいまから議会事務局の審査に入ります。 

  ここで企画総務常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  事務局から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  大武議事課長。 

○大武議事課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 28ページということで１ページしかご

ざいませんけれども、議員給与費、1001事業で議

員報酬というのは当然理解しているところでござ

います。それに伴いまして、議員手当、これは期

末手当、多分２回ぐらい出ていると思うんですけ

れども、それの解釈でよろしいんですか。 

○大武議事課長 そうです。 

○松田委員長 大武議事課長。 

○大武議事課長 ６月と12月にお支払いしている分

ということで、もう既に率が決まっているもので

すから、もともとの議員の報酬月額に何％という

額を計上している。機械的にといいますか、そう

いう算出方法で算出をしているものです。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それ自体は理解したところなんですけ

れども、結局係数が、例えば議員だったら35万

5,000円から42万円になった、それだけが変わっ

て、そこに係数いろいろ掛けるようになっている

んですけれども、そちらは変わっていないんです

よね。 

○松田委員長 大武議事課長。 

○大武議事課長 そちらのほうの係数については変

わっておりません。報酬が上がった分だけ手当も

上がると。同じ割合だけ上がるということになり

ます。 

○佐藤委員 はい、わかりました。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございますか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 議会事務局所管の審査事項は以上で

ございます。 

  その他として委員の皆様から何かございますで

しょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 事務局からは何かございますでしょ

うか。 

○阿久津議会事務局長 特にございません。 

○松田委員長 ないようですので、以上で議会事務

局の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

 

休憩 午後 ２時５９分 

 

再開 午後 ２時５９分 

 

○松田委員長 委員会を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 各委員から何かございますでしょう

か。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 事務局からは何かありますか。 

○伊藤書記 （事務連絡。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○松田委員長 それでは、以上で本日の委員会を散

会いたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ３時００分 
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総務企画常任委員会、予算常任委員会（第一分科会） 

及び決算審査特別委員会（第一分科会） 

 

平成２８年３月８日（火曜日）午前１０時００分開議 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 松 田 寛 人  副 委 員 長 相 馬   剛  

委 員 星   宏 子  委 員 佐 藤 一 則  

委 員 大 野 恭 男  委 員 眞 壁 俊 郎  

委 員 齋 藤 寿 一  委 員 金 子 哲 也  

委 員 人 見 菊 一    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

総 務 部 長 和  久     強   総 務 課 長 菊  池  敏  雄   

総務課長補佐 田  代  正  行   行 政 係 長 鈴  木  正  宏   

危機対策係長 平  井  克  巳   
総務課主査 
（係長級） 小  池  雅  之   

人事研修係長 福  田  真  二   給与厚生係長 岸  上  容  子   

放射能対策 
課 長 

芳  賀  良  輔   放射能対策 
課 長 補 佐 

亀  田  康  博   

除染担当主査 
（係長級） 

大  木     聡   財 政 課 長 中  山  雅  彦   

財政課長補佐 
兼管財係長 

相  馬     勇   財 政 係 長 関  根  達  弥   

契約検査課長 釣  巻  正  己   
契 約 検 査 
課長補佐兼 
検 査 係 長 

松  村  儀  久   

契 約 係 長 佐 々 木  玲 男 奈   課 税 課 長 稲  見  一  志   

課税課長補佐 
兼税制係長 五 十 嵐  岳  夫   

国民健康保険 
税 係 長 田  中     綾   

資産税土地 
係 長 平  田  篤  史   

資産税家屋 
係 長 渡  邉  真  紀   

収 税 課 長 相  馬  一  男   
収税課長補佐 
兼収納係長 

伊  藤  吉  之   

徴収担当主査 
（係長級） 

和  氣  広  美   徴収担当主査 
（係長級） 

杉  本     功   

塩原支所長 赤  井  清  宏   総務福祉課長 君  島  紀  夫   
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総 務 福 祉 
課長補佐兼 
総務係長兼 
税 務 係 長 

齋  藤  正  幸   
産業観光建設 
課 長 吉  澤  克  博   

産業観光建設 
課長補佐兼 
建 設 係 長 

君  島     隆   農 林 係 長 髙  野     彰   

観光商工係長 神  山     栄   
那 須 地 区 
消 防 組 合 
消防本部次長 

小  林  照  夫   

那 須 地 区 
消 防 組 合 
消 防 本 部 
総務課副参事 

瀬  尾  正  美   

那 須 地 区 
消 防 組 合 
消 防 本 部 
経 理 係 長 

伊  藤  正  博   

那 須 地 区 
消 防 組 合 
消 防 本 部 
総 務 課 長 

渡  辺  鉄  夫   

那 須 地 区 
消 防 組 合 
消 防 本 部 
総務課長補佐 

山  口     聡   

 

出席議会事務局職員 

書 記 伊  藤     靖     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔陳情審査〕 

    ・陳情第１１号 ミニボートピア（場外舟券売り場）建設反対の陳情書【継続審査】 

   〔塩原支所〕 

    ・塩原支所長挨拶 

   〔総務福祉課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔産業観光建設課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１６号 平成２８年度那須塩原市温泉事業特別会計予算 

   〔総務部〕 

    ・総務部長挨拶 

    決算審査 

    ・認定第 １号 平成２７年度大田原地区広域消防組合一般会計歳入歳出決算認定について 
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    ・認定第 ２号 平成２７年度黒磯那須消防組合一般会計歳入歳出決算認定について 

〔総務課〕 

    ・議案第２３号 那須塩原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について 

    ・議案第２４号 那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正について 

    ・議案第２５号 那須塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

    ・議案第２７号 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

            について 

    ・議案第３３号 黒磯那須共同火葬場組合との間の行政不服審査法第８１条第１項の機関に係る事務の 

            委託に関する協議について 

    ・議案第３４号 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合との間の行政不服審査法第８１条第１項の機関に 

            係る事務の委託に関する協議について 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔放射能対策課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔財政課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔契約検査課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔課税課・収税課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１１号 平成２８年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

    ・議案第１２号 平成２８年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

    ・議案第１３号 平成２８年度那須塩原市介護保険特別会計予算 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○松田委員長 皆様、おはようございます。 

  昨日から散会前に引き続き、総務企画常任委員

会を再開いたします。 

  委員各位におかれましては慎重なる審査ととも

に、円滑な進行へのご協力をお願い申し上げまし

てご挨拶とさせていただきます。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

  きょうは、１名傍聴者がおります。すみません、

下野新聞さん、名前。 

〔「青柳です」と言う人あり〕 

○松田委員長 青柳さん、よろしくお願いいたしま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情の審査 

○松田委員長 それでは、ただいまから陳情の審査

を行います。 

  本日、当常任委員会の傍聴希望がありました。

議会基本条例第７条により、議会の会議は公開を

原則としております。過日開かれました総務企画

常任委員会協議会において、傍聴者の人数につき

ましては12名を限度に先着順とすることに決定を

しておりますので、委員会条例第17条及び先例に

基づきこれを認めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第１１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、陳情第11号 ミニボート

ピア（場外舟券売り場）建設反対の陳情書を議題

といたします。 

  この陳情につきましては、継続審査となってい

ることから、内容説明は省略したいと思います。

現在の動向について、事務局から説明をお願いい

たします。 

○伊藤書記 （陳情第11号に関する動向について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  各委員の意見をお受けいたします。 

  大野委員。 

○大野委員 この陳情、ミニボートピア建設反対に

ついてなんですが、９月議会、12月議会と二度継

続とした経緯がございますが、この陳情書に対し

て、設置しようとしている業者より那須塩原市へ

の設置の計画書が、現時点においても提出されて

いないと。 

  よって、当委員会としては、計画は提出されて

いない現状では審議を行うことができないことか

ら、現時点では不採択とすべきであると考えます。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 先ほど事務局のほうのきょうまでの市

に対しての状況をお聞きしましたけれども、きょ

うに限っても事業者のほうから市に対してのこの

ミニボートピア建設に関しての計画書が出ていな

いということで、我々、９月議会にこの陳情を付

託された委員会でありますけれども、この審議内

容に関しましては、先ほど大野委員が言うように、

この計画書が出ていないものに関して議会として

は審議の対象にならないということで、それでは

なぜ２回継続をしてきたのかということでありま

すけれども、この２回の９月議会から12月議会を

経て、その議会開会、その間に、また事業者から

市に対しての計画書が出ればという思いを持って

継続をしてきたわけでありますけれども、議会の
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規定がございまして、これ以上継続審査をするこ

とができないということで、ここで結論を出さね

ばならないということであります。 

  まず、その事業者が地元説明会を開き、ここま

では行っているようでありますけれども、我々の

調査の中では、その後の事業者が市に計画書を出

し、市と施工者が同意書を交わして、その後に議

会の承認という、こういう運びになる事業だとい

うふうに思いますけれども、その段階の手続がま

だ全然何も踏まれていないということで、先ほど

申したように、議会の規定でこれ以上、途中で計

画書が出ればというふうな思いでいましたけれど

も、これ以上延ばすことができないということで、

ここで審議の一応結論を出すということで、やは

り大野委員が申したように、当委員会においては

不採択ということで一応結論を出したほうがいい

というふうに思います。 

○松田委員長 そのほか委員の皆様からご意見をお

願いいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 当初は、やはり１回目の陳情が出され

てから今までの経緯というのは理解したところで

あります。当初は、やはりその計画が正式に出さ

れていないということは、やはり大野委員と齋藤

委員のおっしゃったとおり、シンプルにこの内容

を審査することはできませんので、やはり計画の

ないものについては審議ができないということで

あれば、やはり不採択にせざるを得ないんではな

いかと思います。 

  私の考えは以上です。 

○松田委員長 そのほか、委員の皆様から何かござ

いませんでしょうか。 

  星委員。 

○星委員 やはり皆様の意見もありましたが、この

陳情者の方の気持ちはすごくわかるし、酌み取り

たいというのも、やはり子育て中のお母さん、お

父さんたちの思いなんかもここに入っているんで

はないかとは思うんです。そういう気持ちはそこ

から酌んであげたいところではありますし、自分

もそんな考えではあるんですが、何せやっぱり計

画が出ていない、その業者のほうからも何の申請

もないというところで審議するというのは難しい

のではないかという意見です。なので、今回に関

しては、何も動きがないということで不採択でい

いのではないかと思います。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 この陳情につきましては、やはり今ま

で皆様が言ったように、継続してきた審議という

のは、正式な計画が出ていないというような状況

の中で審査ができないということでありますので、

今回、議会のほうでも結論を出してくれというふ

うな話が出ておりますので、結論を出すというこ

とになれば、審議ができないということで私も不

採択ということです。 

○金子委員 私も同感です。 

○松田委員長 人見委員。 

○人見委員 ４人の方から意見が出された中で、全

く我々、地元からの陳情者に対して慎重審議をし

て意向を十分酌み取ってやりたいという考えはあ

ったわけなんですけれども、計画書が出ていない

ということ、計画書が出ていない中で審査をする

ということは、非常に何を目標に審査をしていい

のかわからない。そんな関係上、９月の議会では

継続と、そして12月ですか、その後の経過を見て

いった中でも、やはり地元陳情者からの計画ある

いはこの進出をしたいというようなミニボートピ

ア関係の会社の意向というものに対しても十分酌

み取ることはできなかったと、そんな関係でここ

まで引き延ばしになってきたわけでございますけ

れども、やはり結論を出すということになれば、
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今回は不採択という形で事を進めたほうがいいと

いうふうに私は思います。 

  以上です。 

○松田委員長 委員の皆様、大体話をお伺いできま

したので、今内容はわかりました。 

  今回、必ず結果を出さなければいけないという

議会のほうからもありますので、採決をとらせて

いただきたいと思います。 

  まずは、本件を採択とすべきものとするかをお

諮りいたします。 

  陳情第11号 ミニボートピア（場外舟券売り

場）建設反対の陳情書について、採択とすべきも

のとすることに賛成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○松田委員長 賛成が過半数を満たしておりません。 

  改めてお諮りをいたします。 

  陳情第11号 ミニボートピア（場外舟券売り

場）建設反対の陳情書について、不採択とすべき

ものとすることに賛成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○松田委員長 全員一致で賛成と認めます。 

  よって、陳情第11号は不採択とすべきものとす

ることに決しました。 

  以上で陳情第11号の審査を終了といたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１１分 

 

再開 午前１０時１５分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎塩原支所の審査 

○松田委員長 それでは、塩原支所から順次審査を

進めてまいります。 

  初めに、支所長からご挨拶をお願いいたします。 

○赤井塩原支所長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務福祉課の審査 

○松田委員長 ただいまから、総務福祉課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 ここで総務企画常任委員会を予算常

任委員会（第一分科会）に切りかえます。 

  それでは、議案第10号 平成28年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  君島課長。 

○君島総務福祉課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 31ページ、防災対策推進費（塩原支

所）7003事業が上がっております。この中で下か

ら３行目、自主防災組織結成事業の補助金という

ことなんですけれども、これは自主防災組織の結

成率と、また幾つの団体を対象にしているか、お
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聞かせ願えれば。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 全自治会が41ありまして、結

成は８地区になります。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、その補助金というと、こ

れは結成されている８地区が対象ということでよ

ろしいですか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 一応結成地区には運営費補助

というようなことで年間があります。それ以外に

新しいものをつくりたいというふうな、結成のた

めの最初の１年だけになりますが、結成のための

補助金として３万円で、12地区を新規でできれば

やりたい。あと資材ですね、30万円の資機材を補

助となりますので、それを10地区ということで合

わせたもので計上させてもらっています。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 続きまして、77ページです。77ページ

の一番下の環境保全総務費（塩原支所）1003事業

の犬捕獲用消耗品ということでありますが、これ

は犬捕獲ということなんですけれども、これは野

犬ということでよろしいんですか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 野犬とか、あとは犬と一応し

てありますが、実際にはきのうもありましたが、

鹿であるとか、場合によっては、もちろん生きて

いれば農務関係になりますが、亡くなった遺体、

死んじゃったものとして処理するためのものがあ

ったり、あとは場合によっては時々夏になります

と蜂なんかがありますので、そういうときの対策

の消耗品であるとか、そういう動物関係の遺体処

理及びそういういろいろな駆除ですね、土地に木

がこういうふうに生えていますね、そういうふう

なことも含めて、一応ここには代表的なものとし

て犬というふうなことで書いてあります。 

  以上です。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 最後の１点です。122ページです。９

款消防費の１項４目消防施設整備費の中で消防自

動車整備事業で塩原支所2002事業の中で、消防自

動車可搬ポンプ積載車３－２の宇都野地区に配備

されるということなんですけれども、これは故障

しての配備なのか、また経年経過なのか、経年経

過とすれば何年経過で更新されるのか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 基本的には更新になります。

20年、今のところ市全体のものとしては、20年経

過をしたものを随時更新していくというふうな基

本的な計画に基づいて更新しているものでござい

ます。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 20年経過というのは理解したところな

んですけれども、今回の可搬ポンプ積載車という

ことになっていますけれども、これは自動車ポン

プにおいても同じ考えでよろしいんですか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 基本的には同じ考えで、年数

は同じでやっています。 

○佐藤委員 了解しました。 

○松田委員長 その他。 

  星委員。 

○星委員 120ページになりますが、９款消防費で

１項２目の消防団活動費で補助金なんですけれど

も、27年度、去年は消防団の中型免許取得という

ので予算が20万円ついていたんですけれども、今

回その補助金が入っていない理由を教えてくださ

い。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 これは実際にその補助金とし
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て必要になってくるのは、たまたま関谷という地

区にポンプを積載した、水タンクを積載した車両

がありまして、それは中型の免許が必要になって

くるというふうなことで、今回、27年度ですね、

２名ほど免許の取得に関して助成をしました。今

のところ、今年度中としての要望が、とりあえず

今何人かいるもんですから、ことしは28年度につ

きましては特に計上はしておりません。今後、必

要があったりという場合には、随時また補助を考

えていきたいと思っています。 

  以上です。 

○松田委員長 星委員。 

○星委員 では、去年、27年度には２名取得して、

28年度は今のところは足りているというか、取得

する予定の人がいなかったから入っていなかった

ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○星委員 わかりました。ありがとうございます。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 訂正させてもらいます。 

  ことし、その消防団活動費補助という中に中型

免許取得補助のものも含まれておりますので、一

応２名分はことしも計上はさせてもらっています。 

○星委員 計上はしているんですか、わかりました。 

○君島総務福祉課長 失礼しました。訂正させても

らいます。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 34ページで財産管理事務推進費（塩原

支所）1003事業でありますけれども、先ほど新規

の中でＰＣＢ使用機器調査ということで、消防詰

所という10カ所ということなんですが、昨日、実

は西那須野支所管轄でコンデンサーの取りかえで、

これがやっぱり同じＰＣＢ分析ということが出て

きたんですが、消防詰所に関してはどのようなも

のが対象になっているんでしょうか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 基本的には古い建物の蛍光灯

を主に対象として調査をして、実際にその調査を

した結果、例えばＰＣＢを含有しているものであ

れば、次の段階として、今度はその処理の費用を

改めて計上することになります。ことし、28年度

につきましては、一応そのＰＣＢを使っている機

械かどうかという確認のための調査をまず27年度

行うということであります。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。そうすると、今回は調

査費用ということで、その後の処理というのはま

た別、次年度か何かに出てくるという解釈でよろ

しいですか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 そういうことになります。 

○齋藤委員 了解しました。 

  もう一点、122ページの総合コミュニティセン

ター整備事業の塩原支所分でありますけれども、

先ほど説明がありました5,050万円ですか、消防

詰所に関してなんですが、１－４の消防門前地区

あるいは３－２の宇都野地区、これの内訳をお知

らせ願いたいと思います。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 宇都野が1,900万円ですね、

門前が2,040万円となります。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。内訳はわかったんです

けれども、そうすると宇都野地区には用地の造成

というものが、この5,000、今のを足した、引い

ただかの部分が入ってくるんだろうというふうに

思うんですけれども、門前地区に関しましての用

地の場所というのはどちらになるんでしょうか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 門前地区の消防詰所用地につ
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きましては、27年度にちょうど妙雲寺というお寺

が、その道路を挟んで反対のところにニュー塩原

の脇のところに空き地ができましたので、そちら

を27年度予算で購入をしております。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 了解しました。そうすると、大体発注

というか完成時期というのはいつごろになるんで

すか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 門前地区につきましては、年

明けの２月、最悪２月ぐらいになると思います。

宇都野地区につきましては、これも同じくらい、

年度内にぎりぎり、土地の造成がありますので、

それを済ませてからとなりますので、年度末ぎり

ぎりになると思います。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 了解しました。 

  この１－４の消防詰所に関しましては、もう長

年の課題というか、地元消防団、地元自治会にと

っては長年の夢というか、この間の18号、昨年９

月の台風においても自動車ポンプを外に出して、

自動車車庫の半分ぐらいが水につかるというよう

な事態の場所であったんで、今回は場所の移転を

して、詰所も消防車庫もできるということで了解

しました。ありがとうございました。 

○松田委員長 その他、質疑ございませんでしょう

か。 

  金子委員。 

○金子委員 44ページの中段の新規の国旗というの

は、これはどういうものでしょうか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 国旗は生地によって値段が違

ったりするんで、一応屋外に対応して、風雨にさ

らされてもある程度もつという丈夫なものを考え

ています。 

○松田委員長 金子委員。 

○金子委員 これは旗だけですか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 旗１枚のみです。 

○松田委員長 金子委員。 

○金子委員 塩原支所では、祭日にこれ国旗揚げて

いるんでしょうか。実は、この本庁舎では祭日に

掲げていないんですね、不思議なことに。塩原で

はどうなんですか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 基本的に、通常の勤務日のみ

しか掲揚はしておりません。 

○金子委員 わかりました。 

○松田委員長 そのほか。 

  人見委員。 

○人見委員 122ページの消火栓の設置補助の関係

の中で消火栓の維持管理、設置、更新これらにつ

いての説明、塩原地区は箒根地区と一緒の形にな

っているんだと思うんだけれども、そこらのこと

もお願いします。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 一応塩原支所管内ということ

で、塩原温泉街それから箒根地区両方を含んでお

ります。 

○松田委員長 人見委員。 

○人見委員 何基更新するのか。 

○松田委員長 君島課長。 

○君島総務福祉課長 更新につきましては、消火栓

の維持管理として、まず211基が今既存のがあり

まして、その維持管理ですね、及び新設として２

基及び消火栓の更新として３基ということで計上

しています。 

○人見委員 了解。 

○松田委員長 そのほか質疑ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 
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○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  総務福祉課の所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で総務福祉

課の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで、10分休憩をとらせていただきます。 

 

休憩 午前１０時５３分 

 

再開 午前１１時０４分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光建設課の審査 

○松田委員長 ただいまから産業観光建設課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 ありがとうございます。 

  説明が終わりましたので、委員から質疑、ご意

見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 104ページです。一番下段、塩原温泉

ビジターセンター管理運営費、塩原支所9001事業

の新規で「塩原の自然」誌が1,000部増刷という

ことですが、これ初版本と全く同じものを増刷し
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てということでよろしいですか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 そのとおりでございます。 

  副市長のほうでぜひとも増刷してほしいという

要望もあったものですから、副市長からの要請も

あります。 

〔「ぜひ増刷してＰＲしてください」と言

う人あり〕 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 もう一点、隣の105ページです。下か

ら２番目の塩原温泉湯っ歩の里管理運営事業、塩

原支所10001事業の新規に温泉飲用成分分析とい

うことでございますが、これは新規ということで

すが、今まではこれは分析はしていなかったので

すか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 何回かやっているんです

けれども、要するに隔年とか、何年かに１回とい

う形で計上しております。 

○松田委員長 そのほかございますか。 

  大野委員。 

○大野委員 104ページ、中段5001事業、管理運営

の指定管理者の金額が減額になった主な理由とい

うのは何かあるんでしょうか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 前年は修繕料があったも

ので、委託としては同金額です。 

○松田委員長 大野委員。 

○大野委員 今のは了解です。 

  同じ款、7001事業も同じような考えでよろしい

でしょうか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 そのとおりでございます。 

○松田委員長 大野委員。 

○大野委員 今の点についてはわかりました。 

  ちょっとページ戻って103ページ、下のほうな

んですが、1003事業のＡＥＤ７台ということで、

これは今までなかったところに７台設置するのか、

もしくは更新時期で交換なのか教えてください。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 今まであったやつを更新

でかえるような形でございます。 

○松田委員長 大野委員。 

○大野委員 了解しました。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 96ページの林道管理事業で今回、林道

甘湯線の舗装復旧を行うということでありますけ

れども、これ何ｍぐらいになっていますか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 これは本庁のほうの計上

なものですから、細かくは多分県道から橋の間

……ちょっと細かいのは……県道から橋までだっ

たような気がします。 

○松田委員長 そのほかございますか。 

  人見委員。 

○人見委員 110ページの新規の２tのロングトラッ

クの改造というの、これ内容的にはどういう。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 実はユニック車がないも

ので、ロングトラックを改造しましてユニック車

を乗せようという考えでいるんです。クレーンで

すね。その設備がないものですから、本庁にユニ

ックはあるんですけれども、塩原支所にユニック

がないものですから、ロングトラックを改造して

ユニックをつけるような形でございます。 

○松田委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松田委員長 星委員。 

○星委員 同じく110ページの道路除雪対策事業
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3001事業なんですが、新規として融雪剤散布機と、

あと除雪用ホイールローダーと除雪用トラックと

計上しているんですが、それぞれ内訳というか、

教えていただきたいのと、あと融雪剤散布機は新

規にまた別のところに新たにつけるのかどうかお

聞きします。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 これも本庁対応の部分な

もので、塩原支所は3003事業なものですから、そ

ちらに新規ございませんから。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 では、６ページの観光施設使用料の関

係なんですが、今回、1.31％の増ということを見

込んでおりますが、この辺の考え方についてお伺

いをしたい。 

○松田委員長 神山係長。 

○神山観光商工係長 基本的には前年と同じなんで

すけれども、特に伸びていますのがもみじ谷大吊

橋、こちらが伸びておりまして、昨年度よりも

100万円多く見込んでおります。その他も若干伸

びてはいるんですが、基本的には去年の数字をそ

のまま使っておりまして、特に伸びているもみじ

谷大吊橋だけ増額をいたしました。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１６号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第16号 平成28年

度那須塩原市温泉事業特別会計予算を議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 （議案第16号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 203ページです。1001事業と2001事業

の市営温泉の運営、また上・中の運営ということ

で、これは去年と運営委員のそれぞれの９万

7,000円ですか。前年同額ということですけれど

も、そうすると数も変わっていなくて、委員の構

成も変わっていなくていいということでよろしい

んですか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 そのとおりでございます。 
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○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 もう一点です。その下、一番下の1001

事業の修繕料としまして、ポンプの入れかえと漏

湯管の修繕ということでありますが、ポンプにつ

いては温泉の深井戸用ポンプかと思うんですけれ

ども、これについての台数というのは何台予定さ

れておりますか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 １台、要するに予備で使

ってしまうと、予備で取っておくような形なもの

ですから、一応そういう形で計上してあります。 

○佐藤委員 わかりました。では、壊れたからとい

うことではなくて、壊れてしまうと、断水という

か、断湯してしまうから、常にどこでも行けるよ

うな形ということでよろしいんですか。 

○吉澤産業観光建設課長 そのとおりでございます。 

○佐藤委員 わかりました。 

○松田委員長 そのほか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 204ページの新規に載っております配

湯所ののり面補強について、これは老朽的なもの

の関係で補強なのか。それとも災害的なものの補

強なのかお伺いします。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 昨年の台風でかなり崩れ

まして、とりあえず配湯所のポンプを補強するた

めに応急的に、とりあえず去年工事させてもらっ

たんです。その残った部分をことしやろうという

考えでおります。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

○眞壁委員 収入のほうで温泉使用料のほうの関係

なんですが、ちょっと私、前のやつ見ていないん

ですけれども、これ増減をちょっと、何％か。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤産業観光建設課長 市営温泉につきましては

増減なしでございます。上・中塩原のほうにつき

ましては54万8,000円増でございます。 

○眞壁委員 傾向的に何年か前からの状況というの

はどんな感じになっていますか。 

○松田委員長 神山係長。 

○神山観光商工係長 市営温泉につきましては定額

でございますので、動きは特にございません。 

  上・中については、使用量によって増減いたし

ますので、件数は特に大きな変化はないんですけ

れども、そのときの気候とか、そういうものによ

って、多少使用料は変わっております。 

○松田委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第16号 平成28年度那須塩原市温泉事業特

別会計予算は原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第16号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  産業観光建設課所管の審査事項は以上となりま

す。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

  支所長。 

○赤井塩原支所長 実はお願いなんですが、今、新

年度予算ご審議しているところで補正予算のお話

しして大変申しわけないんですが、今、説明した

温泉事業特別会計の６月補正で予定しております

ので、お願いしたいと思いますので、内容につき

ましては、塩の湯温泉の刈子の湯というのがある

んですが、そこの全面改修でございます。 

  そもそも塩の湯温泉というのは、医師会塩原温

泉過ぎて下っていきますと、カーブになって橋を

渡って、そこに十字路があるんですが、その十字

路を左のほうに1.5kmほど山に向かったところに

塩の湯温泉というのがございます。 

  刈子の湯というのは、その塩の湯温泉から川が

あるんですけれども、川の上流700ｍ行ったとこ

ろに刈子の湯の源泉ございます。 

  そこから配湯管引っ張って旅館に温泉を供給し

ているわけなんですが、去年の９月の災害でやら

れてしまいまして、その配湯管、随分流されてし

まったんです。今は仮復旧という形でどうにか使

っているわけなんですが、昭和40年のころにつく

られた給湯施設でございますので、いつ壊れても

おかしくないといいますか、一部石綿管なんかも

使われておりまして、ちょっとした大雨でも流さ

れてしまうというような状況でございますので、

すぐにでも全面改修をしなければなりません。 

  ただ、全面改修するには、受益者負担をとって

います。現在、旅館と受益者負担金の額で今、協

議中なんですが、調整次第、まとまり次第、でき

れば６月補正予算で出させていただきまして、台

風シーズン前に工事を完了させたいと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○松田委員長 委員から何かありますか。 

○齋藤委員 これ、総額ってどのくらいかかりそう

なんですか。 

  受益者って何人ですか。 

○松田委員長 支所長。 

○赤井塩原支所長 大体3,000万円ぐらい見込んで

いるんですが、受益者も現在は実際３人で、その

うち１旅館がちょっと分かれているんですけれど

も、実質３人、そこに市が入りまして４者という

ことで、市のほうは４分の１負担をしたいと思っ

ています。残り４分の３を受益者負担金というこ

とで考えておりますが、その額を今調整している

ところでございます。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○赤井塩原支所長 ついでにすみません。 

  そのやり方なんですが、先ほども温泉施設の基

金がございます。4,100万円ほどあるんですけれ

ども、一時、市のほうで立てかえで工事をしまし

て、工事が終わった後に受益者、旅館から償還し

てもらうという形をとっていきたいと思っていま

す。 

  その償還の方法も５年がいいのか、10年がいい

か。それ今、詰めている最中でございます。 

〔「宿はどこなの」と言う人あり〕 

○赤井塩原支所長 宿は柏屋、それと明賀屋、それ

と玉屋ガーデンですかね。あそこが持っておりま

して、玉屋の一部を共立メンテナンスというのが

ちょっと分湯してやっております。 

  共立メンテナンスは今から玉屋さんの跡地を買



－47－ 

って、何か今から建設するというような話を聞い

ております。 

○松田委員長 よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、以上で産業観光建設課の

審査を終了いたします。 

  これで塩原支所の審査は全て終了となります。 

  ご苦労さまでございました。ありがとうござい

ました。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午前１１時４２分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務部の審査 

○松田委員長 これより、総務部の審査に入ります。 

  初めに、総務部長から、ご挨拶をお願いします。 

 

○和久総務部長 （挨拶。） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 ここで総務企画常任委員会を決算審

査特別委員会第１分科会に切り替えます。 

それでは、認定第１号 平成27年度大田原地区

広域消防組合一般会計歳入歳出決算認定について

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま 

す。 

  瀬尾副参事。 

○瀬尾消防本部総務課副参事 （認定第１号につい

て説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 14ページの22節、先ほどの御説明で６

万920円の損害賠償というものが出ておりました

けれども、この内容について教えていただければ。 

○瀬尾消防本部総務課副参事 平成27年の６月に塩

原分署の消防ポンプ自動車が下大貫公民館の防災

倉庫に行ったときに、防災倉庫に誤って車両をぶ

つけてしまいまして、その損害賠償金、こちらが

消防のほうが100％となりますので、その損害賠

償金６万920円でございます。 

○齋藤委員 了解です。 

○松田委員長 そのほか委員の皆さんから。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 歳入についてなんですけれども、９ペ

ージの中の市町村分賦金、１番の大田原市から５

番の南那須地区広域行政事務組合、２市３組合に

もそれぞれ金額がありますけれども、これの算出

方法はどのようにしてこのような金額に算出され

るかお伺いをいたします。 

○松田委員長 瀬尾副参事。 

○瀬尾消防本部総務課副参事 ⑴から⑸までござい

ますが、⑴、⑵に関しては、構成市の分賦金でご

ざいます。構成市の分賦金に関しましては、内容

が一般分と、そのほか平成27年度に関しては、消

防指令設備の整備分、庁舎の建設分というふうに

分かれております。この一般分に関しましては、
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大田原市、那須塩原市の負担割合について、平均

割10％、人口割90％で算出したもので分けており

ます。細かな部分で特別負担等がございますので、

そういったものがあるところなんですが、基本的

には平均割10％、人口割90％としております。 

  そして、⑶から⑸までなんですが、消防の指令

設備を整備するに当たりまして、この時点では、

大田原地区広域消防組合、黒磯那須消防組合、そ

れと塩谷広域行政組合と南那須地区広域行政事務

組合で負担をするということになっているところ

なんですが、こちらに関しても、各組合間の負担

割合は平均割10％、人口割90％で負担をすると。

そして、大田原地区広域消防組合の負担割合に関

しましては、先ほど説明をしたように、やはり２

市において平均割10％、人口割90％で算出したも

のということになります。 

○松田委員長 そのほか委員の皆さんから質疑あり

ますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑は終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成27年度大田原地区広域消防組

合一般会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定すべきものとすることにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  それでは、暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午前１１時５８分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、認定第２号 平成27年

度黒磯那須消防組合一般会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  消防組合から議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  渡辺課長。 

○渡辺消防本部総務課長 （認定第２号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第２号 平成27年度黒磯那須消防組合一般

会計歳入歳出決算認定については、原案のとおり

認定すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第２号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  消防組合の決算認定にかかわる審査事項は以上

となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、各委員の皆様から何

かありますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 消防組合のほうからは何かございま

すでしょうか。 

○相馬副委員長 今後の予定なんですが、この間、

先日、大田原の新設の消防本部にお伺いしたとき

に、例えば指令課、指令室というんでしょうか、

そこだと、４消防組合のそれぞれの制服が別々で

あったりとか、総務課等も恐らくそういうふうな

状況だったんだろうと思うんですが、そういうも

のについては、28年度中には全部統一されたもの

にされたりという予定にはなっているものなんで

しょうか。 

○松田委員長 渡辺課長。 

○渡辺消防本部総務課長 那須地区消防組合としま

しての活動服ですね、現場に着ます作業服のよう

な活動服なんですが、これは今年度事業で全員そ

ろいます、那須地区消防組合として全員統一いた

します。活動服とアポロキャップと防火ヘルメッ

トで、指令センターにつきましては、それぞれの

消防本部の財政的な事情もございますので、特に

それらの統一する予定はございません。 

  以上です。 

○相馬副委員長 わかりました。 

○松田委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松田委員長 これで終了させていただきます。 

  ご苦労さまでございました。 

  昼食のため１時再開をいたしますので、よろし

くお願いします。 

 

休憩 午後 零時０７分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２３号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 担当課の皆さん、ご苦労さまでござ

います。 

  それでは、議案第23号 那須塩原市人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  菊池課長。 

○菊池総務課長 （議案第23号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か
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らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  質疑はございますでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 ３項目を公表するということかと思う

んですけれども、具体的にどんな形で公表するの

かお伺いします。 

○菊池総務課長 この３つの中身を具体的にどうい

う形…… 

○眞壁委員 どんな形か。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 職員の人事評価の状況につきまし

ては、それぞれの評価でＳ評価、ＡＢＣＤまで５

段階の評価をしておりますので、それらの人数等

を公表する形となります。 

  また、職員の休業に関する状況につきましては、

そのものずばり休業している職員の人数をという

形になります。 

  職員の退職管理の状況につきましては、地方公

務員法が改正になりまして、退職した職員がもと

の職場に対して、退職から５年間については働き

かけをすることが禁止されましたので、それらの

件数があれば、その件数を載せるという形になり

ます。 

○眞壁委員 じゃ、ちょっと今のやつでもう一回ち

ょっと説明をお願いしたいんですけれども、退職

関係での５年間。 

○菊池総務課長 退職した職員が、先ほど働きかけ

と言ったんですが、在職時に行っていた職務に対

する働きかけをすることについては禁止という形

になりましたので、それで退職から、退職前の５

年間に在職していた職務に対する働きかけが禁止

となったという形でございます。 

○眞壁委員 何ていうんだろう、任用するという

…… 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 今、任用という形で入ってきて、それ

は退職じゃないのか。１回退職しますよね、任用

の方が。そうすると、その方が同じ仕事にはつけ

ないというようなイメージなんですか、そういう

ことではない。 

○松田委員長 課長。 

○菊池総務課長 例えば民間に再就職された場合が

あるかと思うんですが、そういった場合、職務に

関する働きかけができないという形です。 

○眞壁委員 わかりました。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 民間に行ったときに、働きかけができ

ないというか、再就職するときに、何ていうか、

公務員のその利用してどうのこうのというのはち

ょっとだめだという形ですか、という意味ですか。

わかりました。オーケーです。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 では、ないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第23号 那須塩原市人事行政の運営等の状

況の公表に関する条例の一部改正については、原

案のとおり可決すべきものとすることに異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第23号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２４号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第24号 那須塩原

市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等

の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  菊池課長。 

○菊池総務課長 （議案第24号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第24号 那須塩原市職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する条例等の一部改正については、

原案のとおり可決すべきものと決することに異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第24号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２５号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第25号 那須塩原

市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  菊池課長。 

○菊池総務課長 （議案第25号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  質疑ございませんか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 これは当然、報酬審議会のほうで、今

の説明だと３回にわたり審議してきた結果、こう

いう報酬額が決定してきたということであります

けれども、その審議会の内容、審議の内容等はお

聞かせ願えるでしょうか。どのような意見があっ

てこういう金額に達してきたのかと。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 まずは金額云々の前に、財政が健

全であるかどうかという意見から始まりました。

その中で、全国の85の類似団体の中からさらに那

須塩原市と状況が似ている30の自治体に絞りまし

て、それらの状況を見比べまして検討に入ったわ

けなんですが、その中でも30の自治体の中で、財

政状況が中の上というか、健全化であるというこ

とが確認されました。 
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  そういったことから、それでは、それは類似団

体とどのぐらいに差があるのかというのをその次

に検討いたしまして、やはりこの30団体の中で見

ますと、議長、副議長、議員ともに限りなく30に

近いほうで、実際に30位というのもあるんですね。

なので、そうした状況から上げる改定をすべきだ

ろうということになりまして、その中で、じゃ、

金額について具体的にどう検討すべきかというこ

とで、さらに30番目といいましても、人口とか議

員の数、定数が結構ばらつきがありまして、議員

が少ないところは18人いないところもありますの

で、そういったところで比較するのはなかなか難

しいんで、さらに人口が11万以上13万人未満、議

員の定数が24人から30人、そういった自治体９団

体を絞り込みまして、それらの団体を参考にさせ

ていただきました。やはり月額報酬に差があって

も、自治体によりましては期末手当の月数が多く

て、年収換算すると月額ではうちよりも低いんだ

けれども、年額換算するとかなり上になるという

場合もありますんで、それらの９団体につきまし

て、年額の報酬を出しまして、それらを比較しま

して、最終的には那須塩原市の月額の出し方に置

きかえまして、それらの比較の中で今回のこのぐ

らいの金額は上げるべきだろうという形になった

ような次第でございます。 

  類似する９団体の平均額を参考にさせていただ

いたという経緯がございます。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。 

  いろいろな類似、他市のを参考にしていろいろ

算出してきたということで。当然この報酬審議会

の中では、やはり全会一致という中でのこの算出

決定になったんでしょうか。その辺をちょっとお

聞かせ願いたい。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 一応、全員一致でございます。 

○齋藤委員 わかりました。 

○松田委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第25号 那須塩原市議会の議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第25号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２７号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第27号 那須塩原

市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま
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す。 

  菊池課長。 

○菊池総務課長 （議案第27号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  質疑ございませんか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 行政不服審査委員会の委員のところに

弁護士、大学教授及び准教授、その他これらに準

ずる者ということが１つ入っていますけれども、

その下に、今度は空き家対策のほうは、その他こ

れに準ずる者ということが入っていないんですが、

この辺、何か。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 行政不服審査会のほうでなぜこう

長いような、入れたかといいますと、この准教授

等に準ずる者としまして、税理士とか、また、今

は入っていないんですが、今後例えば司法書士と

かそういった方もお願いするような考える場合も

あるかと思われますので、そういった方に対応で

きるように、この文言を加えたものでございます。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 空き家対策のほうは、そういう方は今

度は入らないということでよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○菊池総務課長 今の考えでは、そういった方は予

定しておりません。 

○眞壁委員 わかりました。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第27号 那須塩原市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第27号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３３号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第33号 黒磯那須

共同火葬場組合との間の行政不服審査法第81条第

１項の機関に係る事務の委託に関する協議につい

てを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  菊池課長。 

○菊池総務課長 （議案第33号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  質疑はございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第33号 黒磯那須共同火葬場組合との間の

行政不服審査法第81条第１項の機関に係る事務の

委託に関する協議については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第33号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３４号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第34号 黒磯那須

公設地方卸売市場事務組合との間の行政不服審査

法第81条第１項の機関に係る事務の委託に関する

協議についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  菊池課長。 

○菊池総務課長 （議案第34号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第34号 黒磯那須公設地方卸売市場事務組

合との間の行政不服審査法第81条第１項の機関に

係る事務の委託に関する協議については、原案の

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第34号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  菊池課長。 

○菊池総務課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 
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  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 私から１件お尋ねをしたいと思います。

30ページの歳出ですね、２款総務費、１項１目一

般管理費の一番下の防災対策推進7001事業につい

て、委託料で防災士の養成事業、ちょっと前にも

聞いたんですが、ちょっと聞き逃してしまったん

ですが、この人数の想定は幾らに想定してこの金

額になったんですか。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 90人を予定してございます。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それにつきましては理解しましたけれ

ども、今まででどのぐらいの方が取得されている

のかわかれば。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 今現在で241名です。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 32ページで給与職員の厚生事務推進費

で、非常勤職員が大体40名ぐらいふえるというよ

うなお話があったかと思うんですが、この辺、ど

この仕事でふえているのかお聞きしたいと思いま

す。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 再任用職員がプラス６、臨時職員

が38名、再任用短時間職員が６名でございます。 

○眞壁委員 仕事、どんな仕事。 

○菊池総務課長 どんな仕事ですか。 

  再任用の短期の職員につきましては、例えば税

務部門の固定資産の評価関係の補助事務とか、あ

るいは下水道の合併浄化槽の補助申請の受け付け

対応とか、そのほかに、あとは臨時保育士でござ

います。 

○松田委員長 そのほか。 

  星委員。 

○星委員 41ページの２款総務費で１項14目の文書

管理費2001事業なんですが、新規で個人情報保護

の棚を購入ということなんですけれども、これを

もう少しちょっと詳しくお聞きしたいんですけれ

ども、この棚は各課でこれを買っておくというふ

うな形で。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 やはり各課がそれぞれ契約して購

入となると、経費的にも無駄が多いので、総務課

のほうでまとめて購入してそれぞれの課に配布す

るという形になるかと思います。 

○松田委員長 星委員。 

○星委員 そうしますと、その棚を管理する方とい

うのは、その課のやっぱり、もちろん個人情報の

ことになるので、オープンで誰でも見られるよと

いうものではなく、ちゃんと管理責任者がいて、

その棚、どういう棚かわからないんですけれども、

鍵はその人１人にお願いをして、その人の許可を

得てから使うとか、そんなふうな形で利用される

ものなんですか。そこまで厳重にするというもの

ではない。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 一応この書棚というものの鍵がか

かるという形のものを購入ということではござい

ます。現在ファイリングシステムの中で対応はし

ているんですが、どうしても文書が置き切れない

という場合も出てきますし、鍵がかかるところに

置けない、今後は置けないということですので、

購入するものなんですが、実際どういう人が管理

して対応するかというのは、まだ具体的に定めて

はいないところなんですが、委員がおっしゃると

おり、やはりそれなりの責任者を設けて鍵の管理

はすべきかなとは思います。 
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○松田委員長 星委員。 

○星委員 じゃ、ぜひよろしくお願いします。 

  それとすみません、もう一つなんですけれども、

122ページの９款消防費の防火水槽整備事業3001

事業なんですが、こちらの設置場所はどこになる

んですか。 

○松田委員長 菊池課長。 

○菊池総務課長 こちらについては、黒磯消防署と

毎年協議しながらやっているところでありまして、

黒磯消防署で随時必要箇所を把握しているところ

なんですが、それで毎年１基ずつ整備しているん

ですが、現段階でその場所についてはまだ決まっ

ていないような現状です。申しわけございません。 

○星委員 わかりました。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 聞き忘れて申しわけないです。 

  119ページ、消防費につきまして、上から２番

目ですね、消防団活動費の1001事業の中の需用費

で消耗品費、消防団制服、いろいろありますけれ

ども、この中には、前お聞きしました、保護ヘル

メット等も含まれていますか。 

○松田委員長 係長、お願いいたします。 

○平井危機対策係長 ご質問のありました保護ヘル

メット等ですが、現状としましては、来年度の消

防団合併を見据えまして、そのところで調整とい

いますか、計画を立てていくということで、来年

度の予算的には含めてはございません。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それにつきましては、理解したところ

ではありますが、現在、保護に対しましては耐用

年数が当然あると思いますけれども、それについ

て期限が切れているものがかなりあると思うんで

すけれども、そこら辺については、市のほうとし

ては把握しているのかどうか伺います。 

○松田委員長 係長。 

○平井危機対策係長 市のほうでの耐用年数経過の

ヘルメットの件でございますが、消防団業務、消

防署のほうに業務委託しているところではありま

すけれども、消防署等に確認しまして、耐用年数

が過ぎているというような状況は把握してござい

ます。 

  ただ、先ほど申し上げましたとおり、来年度、

消防団統合を向かって進めておりますので、その

中で更新的なものは位置づけていきたいというふ

うに考えております。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 やはり救助者が救助されては話になら

ないので、その辺はいち早い対応をよろしくお願

いいたします。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

○菊池総務課長 申しわけありません、説明が１点

漏れてしまいまして。 

○松田委員長 どうぞ。 

○菊池総務課長 人件費の説明が、大変申しわけご

ざいませんでした。 

○松田委員長 別表のやつですね、配ったやつです

ね。 

○菊池総務課長 本日、皆様のお手元にお配りしま

したのは、平成28年度の一般会計、特別会計の人

件費予算の合計でございます、内訳でございます。 

  お手元の資料の会計ごとの総計、下から２つ目

をごらんいただきたいと思います。 



－57－ 

  こちら27年度、28年度の比較をしてございます。

職員数についてはプラス６で計算をしてございま

す。給料につきましては2,068万7,000円増の30億

9,699万9,000円、手当等につきましては677万

2,000円増の19億2,700万6,000円、共済費につき

ましては2,108万3,000円の減の９億9,647万6,000

円、退職手当につきましては1,802万5,000円増の

７億2,505万4,000円でございます。合計といたし

ましては2,440万1,000円増の67億4,553万5,000円

でございます。 

  全体的にプラスとなっている中、共済費だけが

マイナスとなっておりますが、その要因といたし

ましては、今年度10月に年金制度が変わりまして、

標準報酬制が導入されたところでございます。こ

れに当たりまして、27年度の予算要求時の見込み

額が比較的高く見込んだことから、結果的に今回

マイナスという形になっております。 

  説明は以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らのただいまの件につきまして質疑、ご意見等を

お受けいたします。よろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  総務課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部から何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 以上で総務課の審査を終了いたしま

す。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで、10分間休憩をとります。よろしくお願

いいたします。 

 

休憩 午後 ２時１３分 

 

再開 午後 ２時２３分 

 

○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎放射能対策課の審査 

○松田委員長 ただいまから放射能対策課の審査に

入ります。 
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  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いいたします。 

○芳賀放射能対策課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  ございませんでしょうか。 

  星委員。 

○星委員 住宅除染なんですが、本年度は大体どの

くらい、見込みで、申し込みがあるかわかります

か。 

○松田委員長 芳賀課長。 

○芳賀放射能対策課長 今年度につきましても100

件程度ございましたので、来年度についても100

件程度を見込んでおります。 

○松田委員長 星委員。 

○星委員 埋設箇所の補修とあるんですけれども、

やはり結構傷みも、数年たっていますので、傷ん

できているところというのも、場所的には結構あ

るんでしょうか。 

○松田委員長 芳賀課長。 

○芳賀放射能対策課長 時々そういった要望が入っ

てございます。それと、当然埋設したものについ

ては、ほぼ100％下がるのが当たり前だというふ

うに考えておりますので、今後もそういったもの

については、国のほうで補助という形で進められ

るというふうに環境省のほうからは確認をとって

おります。 

  以上です。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

  大野委員。 

○大野委員 ただいま住宅除染のほうが100件くら

いの見込みということでお伺いしたんですが、事

業所等の場合はどのくらい見込んでいるんでしょ

うか。 

○松田委員長 芳賀課長。 

○芳賀放射能対策課長 100事業所ということで、

計上してございます。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  そのほかございますでしょうか。 

  人見委員。 

○人見委員 今年度の除染関係等については実施を

するということで。実施をする段階で、今までは

国・県から流れてくる予算、そのものが実質、今

までは東洋建設、あるいは三和光産という流れで

下へおりてきたんだけれども、新たな事業という

か、工事を請け負ってやりたいという関係の、そ

の受け入れというのはあるの。 

○松田委員長 芳賀課長。 

○芳賀放射能対策課長 今年度の除染事業につきま

しては、地元業者に全て発注をしてございます。

東洋建設等は一切かかわってございません。 

  以上です。 

○人見委員 わかりました。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  放射能対策課の所管の審査事項は以上となりま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

  金子委員。 

○金子委員 今も人見さんのほうからあったけれど

も、今までの放射能事務所というか、那須塩原駅

の、最近事務所があったり、それから現場事務所

みたいなあったのは、今はどうなっていますか、

それともこれからどうなっていくんですか。 

○松田委員長 芳賀課長。 

○芳賀放射能対策課長 今の事務所というか、あの

現場の作業ということで、東洋建設が詰めていっ

たものについては全て撤去されまして、私どもの

事務所として使っているところについては、建物

そのものはそのまま残すというふうに聞いており

ます。 

  放射能対策課につきましては、当然なくなると

いうことですが、放射能対策については、総務課

のほうで危機対策と放射能対策室ということで新

たに設けまして、その中で除染等については対応

していくということになっております。 

  以上です。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  執行部のほうから何かございますでしょうか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 以上で放射能対策課の審査を終了い

たします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのために暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 ２時３１分 

 

再開 午後 ２時３２分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎財政課の審査 

○松田委員長 ただいまから財政課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いします。 

○中山財政課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  副委員長。 

○相馬副委員長 すみません、この間の議案質疑で

も聞こうと思ってよくわかんなかった件なんです

が、先ほどご説明いただいた株式譲渡所得割交付

金、ごめんなさい、執行計画書の２ページ、歳入、

５款１項１目の先ほど4,000万円が歳入になると

いうようなことだったと思うんですが、これが平

成26年度からすると８倍ぐらいになるのかなとい

う感じはするんですが、ここそういうふうに変動

するものだという性質をちょっとご説明いただけ

ればありがたいんで。 

○中山財政課長 ちょっとお待ちください。 

○松田委員長 課長、お願いいたします。 

○中山財政課長 それでは、お答えをいたします。 

  ８倍ということは、以前と比べて８倍という話

…… 

〔「平成26年度と」言う人あり〕 

○中山財政課長 実際には、こちらの株式譲渡取得

割が26年度で5,600万円ほど入ってきています。

ですから、この見込むことは大変難しいものなん

ですね。5,600万円入りますが、またそれが同じ

ように入るかというと、これまたわからないです

ね。株式を譲渡した場合、当然課税される、先ほ

ど申し上げましたが、県内で譲渡がされれば、そ

の分を今度はこの個人県民、その例えば宇都宮の

人が譲渡をしたとしても、それでも県内の個人所

得の住民税かな、個人の県民税の割合で案分する

もんですから、じゃ、宇都宮とか全部払ってしま

ったとしても入ってくるという、得なようなよく

わからないようなものなんですね。じゃ、全部が

那須塩原市の人が売買したものだとしても、それ

は全部に割合で広く薄くなってしまうと、そうい

った性質のものなんですね。 

  ただ、こちらにつきましては、国のほうの見込

みというのが地方財政計画というものがございま

す。地方交付税法という法律がございまして、そ

ちらのほうでそういった地方財政計画をちゃんと

つくって国会に提出しなさいよという、そんな話

だったと思います。その中でさまざまな分析をし

ているんですね。そうすると、27と28を比べると

2.7倍になるんじゃないかと国は見ているんです

ね。そういったことで、市のほうも27年度は

2,000万円ですが、2.7倍というと五千数百万円に

なってしまうので、ちょっと見過ぎかなというと

ころもあります。地方で売買されるのか、首都圏

で売買されるのかもわかりませんので、ちょっと

見過ぎかなというところがありました。26年度は

5,000万円以上入ってきていますので、その関係

で4,000万円くらいは期待できるだろう、そうい

ったことで予算計上しております。 

  以上です。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

  ありませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 42ページ、公用車集中管理のところで、

財政課で22台ということだったんですが、全体で

はどのぐらい。わからなければいいです。 

○松田委員長 中山課長。 

○中山財政課長 全体のところがわからないんです、

すみません。私どもでは集中管理車ということで、
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財政課だけで使う車じゃなくて、本庁舎で使う車

を管理しております。ちなみに、西那須野支所で

も集中管理車が例えば５台持っているとか、どう

しても各課に配分してしまいますと、効率よく使

えないことも多いんですね。そういったことで集

中管理車ということでまとめて、予約制で使える

ようにしているということでございます。 

○松田委員長 よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  財政課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

  大野委員。 

○大野委員 すみません、ちょっとここで聞いてい

いかどうかあれなんですけれども、ＡＥＤをいろ

いろ交換したじゃないですか。全く使えなくなっ

ちゃうんですか、耐用年数か何かのあれで。いろ

いろ何か、すみません。 

○松田委員長 中山課長。 

○中山財政課長 ＡＥＤの耐用年数が設定されてお

りますんで、メーカーによってちょっとまちまち

のようなんですが、６年とか７年ということで、

まず、なぜそういった短い期間なのかというと、

ＡＥＤは必ず自己診断装置がありまして、毎日正

常に動くかどうか自己診断している、毎日動いて

いるような機械なんですね。そういったことで、

まず、バッテリーが４年くらいでもう交換しない

とだめなんですね。消耗品はもちろん一定期間た

つと交換しなくちゃいけないとか、使ってしまえ

ばもちろん次に使えないとか、そういったことが

ございますので、一般の家庭にある電気器具のよ

うなものなので、やはり一定年数が経過すると使

えなくなってくるのかなというふうに思います。 

  以上です。 

○大野委員 ありがとうございました。 

○松田委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 以上で財政課の審査を終了いたしま

す。ご苦労さまでございました。 

  ここで10分間休憩を入れます。 

 

休憩 午後 ３時０８分 

 

再開 午後 ３時１６分 
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○松田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎契約検査課の審査 

○松田委員長 ただいまから契約検査課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一文科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第10号 平成28年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  釣巻課長。 

○釣巻契約検査課長 （議案第10号について説

明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

ら質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 34ページ、１項７目の契約管理費の

1001事業の委託料で、54万2,000円の新規の社会

保障・税番号制度に伴うシステム改修ということ

でございますが、新規ということは、あくまでも

改修が新規ということで、システムについては、

今まで使っていたものに対しての改修ということ

でよろしいんですか。 

○松田委員長 釣巻課長、お願いいたします。 

○釣巻契約検査課長 そのとおりでございます。契

約管理システムについては既存のシステムですけ

れども、法人ナンバーを追加するシステムを改修

するというふうな費用になります。 

○佐藤委員 わかりましたので、オーケーです。 

○松田委員長 その他質疑ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  契約検査課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう
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か。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で契約検査

課の審査を終了いたします。ご苦労さまでござい

ました。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ３時２１分 

 

再開 午後 ３時２３分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎課税課・収税課の審査 

○松田委員長 これまでは１つの所管課ごとに審査

しておりましたが、課税課と収税課につきまして

は当初予算案件を審査する上で関連がありますの

で、２課同時に審査をすることにいたします。 

  それでは、ただいまから課税課及び収税課の審

査に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 まずは、議案第10号 平成28年度那

須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  稲見課長。 

○稲見課税課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  次は、収税課。 

  相馬課長。 

○相馬収税課長 （議案第10号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  星委員。 

○星委員 47ページの電子収納事務推進費、1001事

業の先ほどのクレジットなんですが、クレジット

支払いを導入したときに、その収納率というのは

どれくらいを見込んでいるのか教えてください。 

○松田委員長 相馬課長。 

○相馬収税課長 現年度課税分の納付率で約0.1％

を見込んでおります。2,600万円ほどを見込んで

おります。 

〔「全部で」と言う人あり〕 

○相馬収税課長 全部で、はい。 

○星委員 クレジットだけだとどのくらい、要は、

ペイジーとクレジットと２通りの新しい納付の仕

方だと思うんですが、両方わかるならあれなんで

すが、ペイジーはどのくらいでクレジットがどの

くらいということが、もしわかれば教えてくださ

い。 

○松田委員長 相馬課長。 

○相馬収税課長 すみません、ちょっと分けては出

していないんですけれども、合わせて0.1％の

2,100万円を見込んでおります。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第11号 平成28年

度那須塩原市国民健康保険特別会計予算を議題と

いたします。 

  執行部からの議案説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  稲見課長。 

○稲見課税課長 （議案第11号について説明。） 

○松田委員長 相馬課長。 

○相馬収税課長 （議案第11号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 164ページ、一番下の段の徴収事務費

の2001事業で報酬、非常勤職員の報酬で収税の嘱

託員とありますが、この方の勤務形態というのは

どのような形でございますか。 

○松田委員長 相馬課長。 

○相馬収税課長 一般的には、月曜から金曜日まで

で、私たちと同じ時間帯で収納に歩いていただい

ております。 

○松田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、庁舎の窓口ということで、

滞納者にあえて出向くということじゃなくて、あ

くまでも窓口の勤務ということでよろしいですか。 

○松田委員長 相馬課長。 

○相馬収税課長 いえ、窓口ではなくて、訪問して

徴収してくるわけなんですけれども。ただ、時間

的に朝早い人も中にはいるし、夜、若干遅い人も

中にはいます。 

○佐藤委員 はい、わかりました。 

○松田委員長 そのほか質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第11号 平成28年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算は、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第12号 平成28年

度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  稲見課長。 

○稲見課税課長 （議案第12号について説明。） 

○松田委員長 相馬課長。 

○相馬収税課長 （議案第12号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  質疑ございませんでしょうか。 

  副委員長。 

○相馬副委員長 そうしますと、このペイジーに係

る電子収納基幹システムソフトというのは、各後

期高齢者医療保険も国民健康保険も全部同じよう

なソフトがいくので、全科目で必要だということ

だということですね。 

○松田委員長 相馬課長。 

○相馬収税課長 やはりおのおの国民健康保険、後

期高齢者、介護とか全部システムというかあれが

違いますので、計上しております。 

○松田委員長 副委員長。 

○相馬副委員長 システムが違うというのか、シス

テムは同じなんですけれども、使うソフトが違う

…… 

○相馬収税課長 その科目が違う、はい。 

○相馬副委員長 ソフトが違うんだ。わかりました。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第12号 平成28年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計予算は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第12号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第13号 平成28年

度那須塩原市介護保険特別会計予算を議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  稲見課長。 

○稲見課税課長 （議案第13号について説明。） 

○松田委員長 相馬課長。 
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○相馬収税課長 （議案第13号について説明。） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第13号 平成28年度那須塩原市介護保険特

別会計予算は、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第13号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  課税課及び収税課所管の審査事項は以上となり

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 その他として、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。 

  では、金子委員。 

○金子委員 余り言いたくない話なんですが、時々

相談があって、収税で滞納者を、収税に行くのは

いいんだけれども、ほかの人に漏らしちゃう人が

いるので困るという相談が時々、それは私は確認

していないんで定かじゃないんだけれども。ただ、

ういう相談が来ちゃうものだから、一応頭に入れ

てもらいたいなという、それだけです。そういう

ことがあるのかもしれないという、ちょっと余り

言いにくいんだけれども。 

○松田委員長 相馬課長。 

○相馬収税課長 以前にそういう話は少し耳に入っ

ておりまして、私の思っている人と委員さんの人

がちょっとどうかなという気はするんですけれど

も、一応本人には、そういうことはないですよね

という確認はしております。 

○金子委員 それだけです。 

○松田委員長 執行部から何かございませんでしょ

うか。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 はい。 

  以上で課税課及び収税課の審査を終了いたしま

す。 

  これで総務部の審査は全て終了となります。ご

苦労さまでございました。 

  ここで、執行部退席のため暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ４時２５分 

 

再開 午後 ４時２５分 

 

○松田委員長 総務部長。 

  最後に説明があるんですよね。皆さん、入って

もらって。 

  その他ということでお願いします。 

○和久総務部長 実は皆様方ご承知のとおり、現在、
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黒磯駅前のほうに駅前図書館というようなことで

整備を進めておりまして、この13日には公開プロ

ポーザルというようなことで設計者を決定すると

いうふうなことになっています。その後の対応と

しまして、設計士が決まりましたらば、やはり専

門的な知識を持った人、そういった人を職員とし

て採用して、その図書館建設なりに当たらせてい

こうというふうなことになりました。 

  その対応の方法なんですけれども、私たちのよ

うな同じ正職員というのではなく、正職員なんで

すが特定任期付職員、つまり今、商工観光課のほ

うに木下審議監がいますようなああいう形で、専

門的な知識を持った方を雇用したいというふうに

なりました。それについては、採用期間が３年間

というふうなことで、28年７月１日から31年６月

30日の３年間、それから法律上、条例上になりま

すけれども、２年間その後延長ができるというふ

うなことになっておりまして、その３年間は、正

規の担当職員として設計のほうにも携わっていた

だく。その仕事ぶりを見た上で、館長というふう

な道もあるというふうなことで、最終的には館長

になっていただきたいというようなところがある

わけなんですが、それも踏まえて公募のほうをし

ていきたいというふうになっております。 

  勤務時間等については、私たち正職員と同じな

んですが、待遇面としましては、給与のほうが給

料月額が37万1,000円というふうなことで、各種

手当も含むというふうなことになります。 

  職名的といますか、職階的には主幹クラス、で

すから、私どものほうで言うと補佐クラスという

ふうなことになろうかと思います。 

  職務の内容ですが、先ほど言いましたように、

具体的には、こちらで求めているのは、これから

建設する図書館の設計のほうにいろいろなアドバ

イスといいますか、使う側としてどういうふうな

運用というふうなアドバイスといいますか、そう

いうふうな折々に協議をしていただくというふう

なことになるわけなんですが、駅前図書館の管理

運営に関する内容の検討、それと設計・施工に関

する協議及び調整、それと図書館を核とした地域

活性化策の検討及び実施、利用促進のための広報

事業の検討及び実施というふうなところ、それが

職務内容というようことで、先ほど申し上げまし

たように、図書館長候補者としての職務もありま

すというふうなところで公募をしていきたいとい

うふうに考えております。 

  その応募資格ですけれども、やはり図書館に勤

務し、館長または職員を指導する立場で３年以上

経験を有する方、また、図書館などの文化施設の

開館準備業務に携わった経歴をお持ちの方、なお

かつ、それだけじゃなくて地域活性化事業、いろ

いろあるとは思うんですが、そういうふうな事業

に携わった方というようなところで公募をしてい

きたいというふうなことです。 

  募集期間につきましては、この件については16

日に全員協議会があるわけなんですが、そこでま

た詳しいご説明のほうを差し上げて、同日、記者

発表というふうなことになりまして、翌日の17日

から４月15日まで募集期間としまして、４月の中

旬には１次選考、５月の上旬に２次選考と面接と

いうふうなことになりますが、最終的には５月の

下旬には内定を出していきたいというふうになろ

うかと思っております。 

  ただ、ちょっと気になりますといいますか、こ

の間の議案質疑の中で、じゃ、アドバイザーとい

うのもというお話があったかと思うんですね。そ

れについても図書館のほうにアドバイスしてもら

うんだというふうなところがありましたので、そ

れとの役割分担というのを明確にしていきながら、

メーンはこちらの担当職員というふうなことにな
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るんだと思うんですが、そこら辺はよく整理しな

がら進めていきたいというふうなことになってお

ります。 

  そのアドバイザーのほうは、予算額二百何十万

でございましたけれども、あれはあくまで上限の

予算額というふうなことで教育部のほうでは考え

ているというふうなお話でありまして、ですから、

何回来てやってもらうのか、そこら辺はこれから

精査をして、余り船頭が多くならないで、やはり

そこら辺の役割分担をきちんとした上で進めてい

きたいというふうなお話でありますので、どうか

ご理解のほうをいただきたいと思っております。 

  私のほうは以上です。委員長、ありがとうござ

いました。 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  何かございますでしょうか。 

  星委員。 

○星委員 先ほどのお話を聞くと、すごくいろいろ

なことの知識を持っている方だと思うんですけれ

ども、もし応募がなかった場合はもう一度、再度

募集をかけるというふうになるんですか。 

○和久総務部長 そうですね、そこまでは踏み込ん

で検討を教育部のほうとはしていないんですけれ

ども、いろいろなつてといいますか、そういった

ものを使った上で多分、何人かは手を挙げてくる

んじゃないかなというふうな想定の中ではやって

いるというようなことでありますけれども、もち

ろんそれは一本釣りというんじゃなくて、一応こ

ういうような形でインターネット上、あるいは業

界紙とかで公募をかけて公正にそれはしていくと

いうふうなことでありますけれども。そんな目算

はあるというところです。 

○星委員 じゃ、図書館だけに詳しい人とか地域の

ことだけ詳しい人ではなくて、結構トータル的に

見られる人を…… 

○和久総務部長 という人を望んでいるわけですけ

れども、説明した応募条件に合うような方がとい

うようなことであります。 

○齋藤委員 これ、年齢はあるんですか。 

○和久総務部長 年齢は別に。 

○齋藤委員 今言ってなかったようで、別に問わな

いと。相当数の経験者だと年齢も上がってくるの

かなというふうに考えているんだけれども。 

○和久総務部長 設定はしてございません。木下審

議監のときはたしか65歳までというふうな制限が

あったと思うんですが。 

○齋藤委員 わかりました。 

○松田委員長 よろしいですか。 

○齋藤委員 はい。 

○松田委員長 それでは、ありがとうございました。 

 

休憩 午後 ４時３３分 

 

再開 午後 ４時３３分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 それでは、次第のその他に入ります。 

  委員の皆様からは何もないですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 事務局から何かありませんか。 

  はい。 

○伊藤書記 （事務局事務連絡。） 

○松田委員長 それでは、次第４、その他を終了し

ます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○松田委員長 以上で、今定例会における委員会の

審査日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し議長に

提出しますので、ご一任くださいますようよろし

くお願いいたします。 

  これをもちまして、総務企画常任委員会を閉会

いたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ４時３８分 

 




